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 基調講演・課題提起： 

上鹿渡和宏（早稲田大学人間科学学術院 教授 、早稲田大学社会的養育研究所 所長） 

 

 シンポジスト： 

福井  充（福岡市こども家庭課 係長、早稲田大学社会的養育研究所 招聘研究員） 

北川 聡子（社会福祉法人麦の子会 理事長、日本ファミリーホーム協議会 会長） 

黒田 邦夫（社会福祉法人愛恵会乳児院 施設長） 

長縄 良樹（社会福祉法人日本児童育成園 統括施設長） 

牧戸  貞（桑名市子ども総合センター センター長） 

 

助言者： 

小松 秀夫（こども家庭庁支援局 家庭福祉課長） 

藤井 康弘（代表幹事／元厚生労働省障害保健福祉部長 ） 

 

コーディネーター： 

柏女 霊峰（共同代表／淑徳大学総合福祉学部 特任教授 ） 
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上鹿渡 和宏 

（早稲田大学人間科学学術院 教授 、 

早稲田大学社会的養育研究所 所長） 

 

 

早稲田大学の上鹿渡です。よろしくお願いいたします。

私には 40 分時間をいただきました。テーマとしては、

次期社会的養育推進計画策定要領等についてということ

で、この前のお話の中でも話題になっていましたこども

大綱ですとか、ほかの重要な施策に挙げられている内容

も含めてお話できればと思っています。配布資料は、40

分の分数を超えるスライド数になっていますが、このあ

とディスカッションのところでも細かく見ていただくと

いうかたちで使っていただけたらと思っています。資料

について全てを細かく説明するということはできないと

思います。それとここに挙げた社会的養育推進計画策定

要領ですが、今日の時点ではまだ正式には発出されてい

ない状況です。枠組みについては、既に自治体等への説

明ですとか、国の部会では提示されておりまして、それ

に基づいて大枠のところと考え方について、大事な点を

お示しして、このあとのそれぞれのシンポジストの方々

からのお話につなげられたらと思っております。改めて

これからの家庭養護・養育を考えることを中心にしなが

ら、社会的養育推進計画策定要領が何を求めているのか

見ていきたいと思っています。 

先程、柏女先生から研究に関するお話がありましたけ

れども、早稲田大学に社会的養育研究所を 2020 年に設

置しました。この年は現行の社会的養育推進計画が実施

に移された年です。今 4 年目が終わるところで、次が 5

年目で、その先の 5 年間を決めていく計画を策定する時

期に入っているということで、本当に大きなチャンスの

時期が続いていて、さらなる大きなチャンスの 5 年間が

始まろうとしています。その計画を立てる 1 年間が令和

6 年度になるかと思います。 

社会的養育研究所を立ち上げたのは、前半 5 年の計画

が実施されるにあたって、各自治体や民間で、どう取り

組んだら良いのか分からないことがたくさん出てくるだ

ろうと思い、そこを、研究所だけでできることではない

のですが、既に先行した取り組みをされている民間機関

や自治体、福祉だけではなくて関係する様々な研究者の

方々、国をつなげていくようなハブになるような場を作

って、そこでいろいろなことを皆さんに提供したり、共

有できればと考えておりました。ここに挙げた様々な取

り組みをしておりますが、その中の 1 つで、2021 年か

ら今まで続けて 3 年間、社会的養育推進計画に関連した

調査研究を受けて実施をしております。3 年目の成果と

して 2023 年 3 月に報告書が出ておりますけれども、そ

の内容は、次期策定要領について、どのような内容にす

べきか、既に自治体では最初の計画を立て実施した経験

があるわけですが、その経験から何が課題になっていた

のか、その後どうなっているのかといった情報を集め、

必要な提案をまとめた報告書です。 

そこに挙げられた内容を最初にまとめています。配布

資料の中には入っておらず、追加をしたところです。あ

とでこの辺りの細かい話をしていきますが、最初に大枠

の話をして、もしかしたら最後時間が足りなくなるかも

しれませんので、最初に全体を理解していただければと

思っております。まずこの報告書がどのようにまとめら

れたかと言いますと、有識者へのインタビューや、先進

的に取り組む都道府県等へのインタビュー、そして自治

体推進計画を実際に担当された方々へのアンケートです

とか、最後には担当者向けのオンライン意見交換会を通

しまして、実際に前回の、現行の計画を作られた方々の
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ご経験を集約して、プラス今実際できていることについ

ても情報を集めました。次期計画をどう作っていくべき

か、皆さんの経験と考えられていることを集めて、取り

まとめたものになっています。 

これは要旨のところに書かれてあることなのですが、

いくつか大事な点をまとめてあります。1 つは、パーマ

ネンシー保障という考え方を基本的な軸として、社会的

養育の体制を整備していくということです。これは現行

の社会的養育推進計画の中にも入っている言葉です。た

だ、現行計画ではパーマネンシー保障の考えが特別養子

縁組に限られたような形になっているのですが、次期計

画ではパーマネンシー保障の考えがもっと計画の全体に

及ぶような形で示されています。そして障害児入所施設

の措置入所児童についても、先ほどあげた調査研究の中

でも意見が出ていたところなのですが、対象とすべきで

はないかという話が出ておりました。あとは、都道府県

等が担う社会的養護と市区町村が担うこども子育て支援

について、これまではこれらが接続しておらず、分断さ

れていました。そこをどう補っていくかということが次

期計画では重要だと言われておりました。 

 

 

 

ほかにもいろいろと細かなことはあるのですが、さら

に重要な点は方法についての提示です。次期計画を立て

たあと、それが実際に実現できているのか確認する方法

をしっかり持ち、「PDCA をしっかり回していく」こと

が必要との意見が出ておりました。加えて、子どものた

めに策定される計画が、本当に子どもにとって良いもの

になっているか確認していくこと、そしてそのために、

自治体間での意見や、いろいろと実践してきた経験の共

有が、好事例集での共有に留まらず、自治体間の実際の

やり取りの中で、ネットワークを作ったりコンサルテー

ションができるような体制を作るというかたちを取れる

と、現行の策定要領に基づき計画を策定して、そのあと

の実践でやってきたこととは違った水準が実現できるの

ではないかということで意見が出されておりました。 

大枠ではこの報告書で取りまとめた内容が取り入れら

れたかたちで枠組みは作られていると思います。ただ法

律上の大きなところでの改革が必要なこともあるのです

が、現場との対話やアンケート等で集められたことが概

ね反映された内容になっていると思います。既に自治体

説明会等で説明される中で、実践の現場にいる方々から

も「大事なことが取り入れられている」という感想が出

ていることからもそのように言えると思います。この調

査研究をまとめている間もこども家庭庁の担当の方が、

委員会にも毎回参加くださり、他の委員とのやりとりを

通して考えていただいたところも多くありますし、アン

ケートやインタビューにも同席していただいて、そこで

示された考えも共有していただいたことで、最終的な次

期策定要領の内容にも反映されていったと考えていると

ころです。 

現行の策定要領との大きな違いといいますか、更新さ

れたところとしましては、現行計画はこの右側の発想で

動いていたかなと思います。主に里親委託率の向上に焦

点が当てられて、家庭養育優先原則の枠組みで、より家

庭養護、家庭的養護を使うという範囲での動きだったと

思います。この枠組み、右と左を挙げてありますけれど

も、右が現行の社会的養育推進計画を進めていく中での

大きな考え方というか、捉え方であったかなと思ってい

ます。既にある社会的養護を、ずっと子どもたちのため

にやってきてくださったところで整えられてきたわけで

すが、そこをどう変えていくかという発想で、一番大事

な家族維持・予防的対応も、今ある施設をもとにどう作

っていこうかという考えだったと思います。考えはあっ

たわけですけれども、それが十分に実現できていなかっ

た中、2022 年の法改正によって、この家庭支援、予防

的対応というところでかなり具体的にいろいろな事業が

新しく示されたり拡充されたりしました。これによって

次期策定要領が大幅にまたバージョンアップしていくわ
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けですけれども、その際の考え方がこの左側の枠にある

ものだと思っております。これはやっていることが外か

ら見ると（結果としては）同じようにも見えるかもしれ

ませんが、考え方として、「今ある社会的養護の現状に

合わせて」何とかよいものを作っていくというよりは、

本当に必要なものを、「子どものニーズに合わせ」て家

庭維持・予防的対応というところからしっかり作ってい

こうとするものです。その中で家庭養護、施設養護とい

ったものとして、どういったものが必要かを考え、それ

を実現していくというような考え方、その軸となるのが

パーマネンシー保障という考えになります。 

これまでの流れとしましては 2016 年の児童福祉法改

正によって大きく動き始めました。ここに家庭養育優先

原則が明示され、また子どもの権利についてもここに記

載されたということで大きく動き始めました。継続して

良い方向に動いてきたと思っています。その後新しい社

会的ビジョンが出て、具体的な目標値や期限が設定され

る中で、さらに前進し都道府県社会的推進計画策定要領

が 2018 年に発出され、各自治体で具体的な計画が策定

され、2020 年からその実践が開始されています。先程

申し上げたとおり、里親委託率向上に焦点化され、ほか

の部分ももちろん取り組まれたのですが、多くの自治体

でここに焦点化した取り組みがなされてきたということ

です。2022 年にはさらに家庭支援にしっかり取り組む

ための法改正がなされ、2023 年は先程渡辺長官からあ

ったような話があり、今に至っています。今年度、次期

社会的養育推進計画が発出されようとしています。ここ

からまた新たな 5 年間が始まります。これをチャンスと

捉えて、どう対応をしていけるかがとても大事だと思っ

ています。 

これから取り組むべきことは、いつも示しているこの

スライドです。これはやはり変わりません。これまでも

「一緒に生きてくれる人がいてほしかった」「親を助け

て欲しかった」という声に応えられるよういろいろな取

り組みを私もしてきましたけれど、これからもやはりこ

こにあることをどう実現するか、ということが重要だと

思います。子どもが一緒に生きてくれると思える人が見

つかる場所を作っていくということ、社会的養護におい

てそういった場所を作っていく。施設、里親、養子縁組、

実親の家庭も含めて子どもからすれば必要なことは同じ

だと思います。子どもがそう思える場、関係をどう作っ

ていくかということがとても大事です。2 つ目の子ども

の声は、これは里親のもとにいる子どもの声だったので

すが、里親養育の質を高めるために開かれた会議の中で

の発言です。そちらに力を注ぐというのも、もちろんそ

れはうれしいことだけれども、（今助けてくれようとす

るのであれば）もっと前に親を助けてほしかった。そう

したら、自分は親と離れずにいられたかもしれないとい

う話です。この 2 つの子どもの願いをどう実現していく

かということがこれからやっていくべきことだと思いま

す。 

虐待への対応ということでは、早期発見・早期介入が

一般的にはすぐイメージされるわけですが、子どもにと

っては、その前と後があるということも知ってもらう必

要があります。早期発見介入だけをしていても虐待は減

らないわけです。その前の部分、子どもへの虐待が生じ

る流れの中のもっと上流への対応。これが親も助けてほ

しかったという子どもの声に応える対応になるわけです

が、家族維持の予防的対応、そして発見、介入されて親

子分離がしっかりされたそのあと、ここが社会的養護の

部分になりますが、ここは一緒に生きてくれる人をどう

作るかというところになります。この現行の推進計画で

は、どちらかというと後半、5 のところにかなり重きを

置いて、施設養護が多かった状況を家庭養護へ、特に乳

幼児についてはかなり自治体によっては難しい目標と感

じられていると思いますけれども、そこを目指していく

と。中にはすでにこれを達成した自治体も出てきている

というのが今の状況です。このあと、次期策定要領では

これを全部、特にこの前の部分をかなりやらなければな

らなかったのが、これまではなかなかできなかったこと

を認識し、そこをしっかりやるようなかたちになってい

くわけです。 

こども大綱について先程もお話で出ていましたけれど

も、そこに社会的養護についてこのスライドに示したよ

うに記載されています。当初記載が少なかったところで

すけれども、最終的にはそれなりの分量をもって記載さ

れています。そこに示されている、大事な点を見ていき

ます。こども大綱に示されている内容に基づいて、今後
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のいろいろな施策がさらに展開されていくとのことです

ので、ここにこのようなかたちで記載されているという

ことを知っておくのはとても重要なことだと思います。

まず愛着関係、アタッチメントについて、これが、愛着

という言葉で入っております。パーマネンシー保障とい

う言葉も入っておりまして、ここに記されたような説明

がなされています。親子が第一で、そして親族、特別養

子縁組、これらがずっと子どもと居続けられる法的に保

障された関係になりますが、まずはそういった順番でし

っかり保障していくということです。ただこれだけです

と誤解される可能性もあると思いますので、補足説明を

このスライドでは入れてあります。 

特にこの親子関係再構築というところですが、これが

「とにかく親のもとに戻せばいい」という発想で、安易

に戻されてしまいますと、本当に子どもにとっては大変

な危険なことにつながりかねないわけです。ですからこ

こはしっかりとした家庭維持のための努力をした上で、

それでも難しく避けられなかった親子分離に対して、そ

の後も親子の関係を再構築したり、親の子育ての環境を

整えたり、支援を入れるということを通して安全と安心

な状況を確保し、さらに子どもの意向を十分確認した上

で進めるということがとても重要です。ですので、原則

としてはここに書かれてある通りなのですが、個別の子

どもの状況に合わせてしっかりこれから議論を進めてい

く必要のあるところです。ただ、やはりこども大綱にこ

の言葉が入っていることはとても重要な意味を持ってい

ると思います。 

さらに続けて、家庭養育優先原則に基づいて里親やフ

ァミリーホームを使うということ。そして小規模地域分

散化された施設となります。ここはこれまでにも言われ

てきたところですが、全て大綱の中に組み込まれており

ますので、この辺りの様々な施策や事業もこれから展開

されていくはずです。施設の多機能化、高機能化という

言葉もしっかり入っております。あとは子どもの権利保

障ですとか、声を聴くということ。そしてパーマネンシ

ー保障実現のために、児童相談所におけるケースマネー

ジメントを推進するということも書き込まれています。

このあとのシンポジストの中でもこの辺りを語ってくだ

さる方がいらっしゃると思いますが、ここまで書き込ま

れています。 

そして自立についても書かれてありまして、特に提示

した文の一番最後の部分になります。これも先程説明が

ありましたけれども、社会的養護の経験はないけれども、

同様に様々な困難に直面している若者についても支援の

対象に入れたということです。このように、こども大綱

にはかなり短い文ではありますけれども、とても大事な

内容が凝縮されて書き込まれています。このことをぜひ

皆さんにも知っておいていただき、今後ここに書かれて

あることで、実際にはそのようになっていない状況、足

りていないことに気づかれましたら、声に出して言って

いただいたり、実現できるような働きかけを各所にして

いただきたいと思っております。 

パーマネンシーという言葉についてですが、これが次

期社会的養育推進計画策定要領の軸になる考え方であり、

家庭養育優先原則とともに、とても重要な考え方になり

ます。これまでにもいろいろなところで言われてきまし

たが、実際に実務上議論されたり、児童相談所の方々の

中で共有されて、この考えを持っていろいろな判断がな

されたりすることは少なかったのではないかと思います。

パーマネンシーについては先程こども大綱の中で具体的

に、端的に書かれていましたが、実際に大事なのは、

「アウトプットである特別養子縁組や家庭復帰等」では

なくて、「パーマネンシーというアウトカムを保障する

こと」です。子どもにとってそれがどういった意味を持

っているのかということですね。それがこのパーマネン

シーについて説明したスライドの 2 つ目に書かれてある

ことです。子どもがこれからずっと続くと感じられる将

来の見通しを持てる育ちの保障。そこに所属していると

感じられ、いつでも戻れる場所。このように居場所とか、

そういったものももしかしたら関係してくるところかも

しれません。いつでも頼ることができる、信頼できる 1

人以上の人とのつながり。それは大人ではなく子ども自

身が定義するものである。ここがとても重要なところで

す。 

パーマネンシー保障といったとき、これから現場では

個別にいろいろな検討や判断を迫られると思いますが、

子どもにとって、それがそう思えているものなのか、個

別でもしっかりと検討を進めることが重要になると思い
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ます。特に自立が近い子ども、若者とか、委託が長期に

なっていて、これまでそのような判断や評価がなされて

こなかった子どもたちについて、改めてパーマネンシー

保障を考える際にはこの点に十分注意しなければなりま

せん。こちらの勝手な思い込みで優先順位通り進めると、

実は子どもが大変な経験をしてしまうということもあり

得ますので、今後パーマネンシー保障を考える際には、

このことに十分注意していただきたいと思います。 

このパーマネンシー保障につきましては、実は「新し

い社会的ビジョン」の中でも取り上げられておりました。

施設の多機能化、機能転換という話が出てくる部分があ

るのですが、現行の社会的養育推進計画の中で起きてい

たのは、乳児院の多機能化や児童養護施設の多機能化で、

フォスタリング機関としての役割を担っていくというこ

とが主に考えられておりました。しかし、そのもっと手

前の取り組み、先程虐待対応の流れであげた 3 つの取り

組みのなかの「前」つまり家族維持のための予防的対応

についても施設が、そういった事業をしっかり展開する

といった多機能化もあるということが書かれておりまし

た。実際その頃から始められて、すでに多機能化されて、

機能転換とも呼べるのではないかというレベルになりつ

つある乳児院もありますけれども、ここから先、次の 5

年間というのはここがもっと取り組みやすくなって、考

え方もパーマネンシー保障という考えの下に進みますの

で、施設と都道府県だけでなく、市区町村等の関係も重

要になってくるところです。 

このスライドは現行の社会的推進計画の内容を示した

ものですけれども、先程から申し上げているとおり、特

に 5 ですね、里親等への委託の推進に向けた取り組みと

いうところで、国の目標値としてはここに挙げたような

かたちで明記され、自治体ごとに状況を勘案して作った

計画に基づいて進められてきております。パーマネンシ

ー保障という言葉はこの 6 番で書かれております。結果

として、今のところ里親委託についてはかなり進んだ自

治体もある一方で、まだまだ進んでいない地域もありま

す。このあとシンポジストで福岡市の福井さんにもお話

いただけると思いますが、福岡市はここでいう目標値を

もう達成している状況で、それは施設入所児童のパーマ

ネンシー保障を進めた結果として里親委託率が上がった

とうかがっております。里親委託率を上げていくという

ことは、最初の動き出しのところではとても重要なこと

だと思いますけれども、さらにそこに加えて重要なのは

このパーマネンシー保障で、里親にいた子どもが言って

いた「親を助けてほしかった、離れずにいたかった」と

いう言葉に示されたことです。もしくは親のもとに戻る

こと、安心安全に戻れることが大前提ですが、家に戻り

たいと言う子どもの声にどう対応するかということです。

これに応じられるような実践展開の結果として、福岡市

でこのように里親等委託率が上がっているというのは非

常に希望が持てることで、次の 5 年間、各自治体が目指

すのはこういった取り組みになるだろうと思っています。

ほかにもいくつか取り組みが上手くいっている自治体が

ありますが、そのような自治体の経験を共有しながら、

これからの家庭養護・養育について、現場レベルでもし

っかり考え取り組んでいただけたらと思います。 

2022 年の児童福祉法改正では本当に重要な改正がた

くさんなされました。この改正が元になって後半 5 年間

の計画をもう 1 度しっかり作りましょうということにな

りました。もちろんこれまでの経過を踏まえてなのです

が、ここで示された内容を実現する方向での後半 5 年の

新たな計画がさらに必要になるということです。ここに

書いてある内容、特に 1 番目は、親を助けるという支援

ですね。予防的な支援をかなり充実させる内容になって

います。これが１番目の項目の詳細を説明したスライド

で、今日の家庭養護・養育に関係してくる内容になりま

す。これは市区町村における子育て家庭への支援の充実、

予防のところですね、親を助けてほしかった、という子

どもの言葉に対応するような事業が新設でこの３つと、

拡充で２つということで挙げられております。これらは

全て注目すべき事業で、これから始まる、拡充する事業

ですのでどう準備するか、市町村がこれから考えなけれ

ばなりません。その際に、今都道府県が進める施設の多

機能化と絡めて取り組むことで、県と市町村のどちらも

やらねばならないことが実現できるはずです。 

スライドに示された児童育成支援拠点事業についてで

すが、子どもの居場所のことですが、居場所にもいろい

ろなタイプの居場所がある中で、本当に大変な状況の子

どもたち、困難な状況に置かれている子どもたちを、親
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子分離をしてはいないものの、かなりその可能性が出て

きていたり、見守りが必要な子どもたちに対して実施し

ていくような子どもの居場所事業です。ただこれも市が

自前で実施するのは難しく、例えば児童養護施設、小規

模かつ地域分散化されたようなところが、そのうちの１

つの家を使い、こういったこともできるようになると良

いのではないかと思います。施設のこれまでの経験がそ

のまま生かされるものであると思いますし、そういった

ものが必要とされているわけで、施設というとパーマネ

ンシー保障はできないと言われるのですが、こういった

機能を付加すれば、子どものパーマネンシー保障をする

役割の一端を担うことができます。「新しい社会的養

育」の中で施設が新たな役割を担うチャンスだと思いま

す。 

もう 1 つは里親です。里親は基本的に代替養護であり、

親子分離後の対応をしてきたわけですが、ショートステ

イという予防の資源としての活用がこれからかなり期待

されています。既にだいぶ増えてきているところで、こ

れから国としてもさらに増やしていこうということで

様々な施策が示されているところです。このように市区

町村が今後取り組むべき家庭への支援についていろいろ

と示されています。都道府県のほうでも、このスライド

にあるような改正がなされました。親子再統合支援事業

ですとか里親支援センターの設置です。フォスタリング

機関からこの新しいかたちでしっかりやっていくという

ことで、これまで関係者から必要と言われてきたことが

こういった法改正によって、しっかり財政的にも裏付け

がなされて、この方向で動くということになってきてお

ります。 

親子関係再構築や里親についてもガイドラインが今出

されつつあるところで、これから出るものもありますけ

れども、このスライドにあるような言葉が入っています。

これは親子再構築ガイドライン、パーマネンシー保障を

目指す中で「それぞれの子どもにとってのパーマネンシ

ー、つながりを十分に考慮する」などいろいろな動きが

これから出てくるわけですけれども、全て子どもの最善

の利益の保障を目指す中で、パーマネンシー保障という

考えで、それを軸にして、その中のどの部分を担う事業

なのか、自分たちが担おうとしているのかということを

考える、子どもを中心に考えると、バラバラだった取り

組みがつながり、連携がしやすくなるのではないかと思

っています。 

このスライドは里親支援センターについてまだ調査報

告書の段階のものですが、ここにも里親支援を考える上

でも「パーマネンシー保障を目指す中での」という文言

が入っています。このように、ほかのいろいろな事業に

ついてもパーマネンシー保障という言葉が、これからい

ろいろなところで出てくると思います。里親支援センタ

ーの今後の役割としては、こういった資料も出されてい

ます。里親が担うパーマネンシー保障に関連するような

役割として、里親ショートステイがその中の 1 つになる

と思いますし、親子関係再構築、実親との交流を里親に

おいてもしっかり続けていくことや自立支援も含めて、

そのような役割になると思います。養子縁組後支援の必

要性と重要性もこれまで言われてきていることですが、

フォスタリング事業としては里親支援センターでも実施

できるということで、この辺りが里親養育支援の中で、

パーマネンシー保障に関連した役割として期待されると

ころだと思います。 

ここからは次期都道府県社会的養育推進計画策定要領

について、こども家庭庁から現時点で公開されている資

料の一部を示したものです。これまで示してきたパーマ

ネンシー保障という言葉がいくつもこの資料の中だけで

も出てくることを皆様にも理解していただきたいと思う

のですが、これが基本的な考え方ということで、１から

12 まで項目を分けて記載しています。ここにはまとめと

いうか概要がそれぞれ述べられていて、このあとに各項

目の細かな説明がなされるのですが、1 つ目の項目に、

パーマネンシー保障に基づくケースマネージメントの徹

底、最初にも申し上げた、PDCA サイクルをしっかり運

用することが必要といったことが、盛り込まれておりま

す。2 つ目以降は 1 つずつ説明すると時間が足りなくな

りますので、スライドで黄色マーカーをしたところを主

にして説明をしてまいります。スライド上で内容を確認

しながらご理解いただけたらと思います。3 つ目の項目

は市区町村のこども家庭支援の構築における取り組みで

す。この取り組みは先程挙げた児童福祉法改正の内容を

反映するような、それをどう実現していくか、体制や事
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業についての項目になっています。 

 7 つ目の項目、ここが非常に重要なところで、特に

今回の計画を策定するにあたって大事な部分だと思って

います。代替養育を必要とする子どものパーマネンシー

保障に向けた取り組みということで、実際にどのように

ケースをマネージしていくかということがここで問われ

てきます。その実施体制をどのように作り、どのように

実践していくか。ここが変わることで、子どもの委託先

としての受け皿をどう作っていくのか、また、どう活用

するのかということにも大きく影響します。パーマネン

シー保障を軸とした次期計画では、ここがしっかり変わ

ることで、ほかの部分にも全て影響を及ぼしていく内容

になると思います。 

それと 8 番目の項目は、里親委託推進に向けた取り組

みです。9 番目はそれに付随して、施設がさらに変化を

していかなければならないということで、多機能化や、

高機能化という問題が残されているのですが、それにつ

いて書かれています。そして 12 番目の項目、ここも家

庭養護に関係するところだと考え、ここにも黄色マーカ

ーをしております。これは現行の計画策定にはなかった

ところだと思います。障害児入所施設における支援とい

うことで新たな項目として入りました。 

今回提示された内容は、非常に広い領域で、一つ一つ

の項目について説明するのにはとても時間がかかります。

また、まだ計画策定要領も発出されておりませんので、

今回は計画策定に関わる全体像を理解することがとても

重要だと思います。このスライドは次期計画策定要領の

全体図で、このあとのシンポジストの福井さんからご提

供いただいたものです。またそちらでも説明があると思

いますが、1 つ目、2 つ目の基本的な考え方や当事者で

ある子どもの権利養護ということを、これは全体にかか

わっていくものとしてまずはしっかり計画を立てなけれ

ばいけないところです。左右にある、左側は予防の取り

組みについてです。市区町村を中心とした取り組みをど

う作っていくか？そこをどう県が支援していくか？とい

うことが書かれている内容で、一つ一つの項目について

は、先程の法改正で出てきた新しい事業とか、拡充され

た事業をどう作っていくかが課題になります。それを実

際のものとしていくにあたって施設の多機能化や機能転

換ということが必要です。そして児童家庭支援センター、

これをどう活用していくかということも県の計画として

大切です、ということは書かれています。右側の枠は、

これは代替養育を必要とする子どものパーマネンシー保

障ということで、全ての項目を通して考えなければなら

ないのですが、パーマネンシー保障で必要になる子ども

の委託先について、どのような受け皿を作っていかなけ

ればならないかということを考える必要がある。自立に

ついても、その後ずっと一緒にいてくれると子どもが思

える人をどうつなげていくかということで、そこまで含

めたところで考えるという理解が必要になると思います。 

ここからのスライドではそれぞれの項目ごとに、これ

は項目 1 のところで大事な部分ということで、抜き出し

ております。これについてはパーマネンシー保障の市区

町村の理解が必要となります。パーマネンシー保障を予

防的な対応の部分も含めて考えるならば、都道府県だけ

ではなく、市区町村の方々の理解や、施設や NPO など

民間の方々の理解もとても重要になります。子どもが大

事にしている、大事にしたいと思っている「つながり」、

関係性のパーマネンシーということも考えながら、それ

ぞれの関係者が、自分たちが今この子のパーマネンシー

保障のどの部分に取り組んでいるのか？どこの部分が不

足しており、誰がそこを補わなければいけないのか、と

いうかたちで、一人ひとりの子どもに対して新しい計画

を立てていくことが必要になると思います。 

このスライドは市区町村の項目です。これはまた見て

おいていただければと思いますが、細かくはここにあげ

たような項目が入っておりまして、これも先程から申し

上げているとおり、いろいろな事業が必要で、準備をし

なければなりません。そのときに施設に協力してもらっ

て多機能化を図ってもらう中で必要な資源を作っていく

ということもありますし、受け皿ができただけでは実現

せず、それをどう使っていくか、活用するかというケー

スマネージメントができる人材を市区町村にしっかり置

いていくことも重要です。こども家庭ソーシャルワーカ

ー資格という認定資格が来年度から始まり、そのような

資格を持つ人をどう配置していくかということも計画さ

れていくことになると思います。 

項目の 7 番目のパーマネンシー保障に向けたケースマ
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ネージメント体制について、このことをしっかり責任を

持って考えられる体制をまず作ることが大切です。ここ

にも児童相談所における専門チームの配置ということが

書かれてあります。先程目標を既に達成した福岡市の話

をしましたが、その起点となったのがこの専門チームで

す。家庭移行係だったと思いますが、そういったものを

自治体の中でまずは置いて、ケースマネージメントをど

う確実に実施していくか考える必要があるということで

す。 

 

 

 

パーマネンシープランニングモデルというものを、社

会的養育研究所と福岡市、山梨県とで今いろいろ実践し

ているところですが、この方法がおそらくほかの自治体

でも役立つと思っています。今年度の国の調査研究の中

では、自治体関係者の意見交換会も行っております。そ

こで、特に次期社会的養育推進計画の中でも重要なパー

マネンシーの話と、実際の取り組みについてお伝えをし

ているのですが、非常に良い理解が得られて、これまで

やらなければならないと思っていたこと、やりたかった

ことをこのかたちで実現できるのではないかという感想

もいただいております。次の計画を立てるときにはこの

項目の 7 番をどう各自治体で実施していけるかというと

ころが重要になります。 

里親についても現行の計画の中でもかなり取り組まれ

てきているところで、これから里親支援センターにつな

がっていくわけですけれども、さらに残された課題とし

て、これは今後さらに取り組まなければならないという

ところで挙げてあります。里親類型の見直しや、ファミ

リーホームの役割について、まだ次期計画は始まってい

ないのですが里親の委託率があがっていく中で課題とな

ってくるところだと思います。 

もう 1 つ、里親支援センターが立ち上がると同時に、

その取り組みについて第三者評価を最初からしっかり機

能させていくことも国としては考えてくれています。こ

の第三者評価をどうしていくかについても十分な検討が

必要で、これが今後の里親支援や里親養育の方向性を決

めていくと思います。これについても社会的養育研究所

で重要事項として設立当初から取り組んでおり、今年度

は国の調査研究として実施させていただいていますけれ

ども、関係の皆様と一緒にしっかりしたものを作ってい

かなければと思っています。 

施設は多機能化がだいぶ進んできている部分もあるの

ですが、高機能化が進んでいないといいますか、ここが

議論としてしっかりなされていないところです。これは

社会的養育推進のモデルとなるような自治体においても、

施設の多機能化によって様々な予防的支援等が充実して

きているのですが、いよいよ施設にどういった機能や役

割を残していくべきかという議論がこれから必要だと思

います。これは施設だけでは考えるのは難しく、県だけ

でも無理で、国としてそのあり方をしっかり考えていく

必要があると思います。できればパイロットプロジェク

トのようなかたちで、多機能化が進んで、里親委託率も

上がってきているような自治体を集めて、その自治体に

おける施設をどうしていくのかという、かなり身に迫っ

ているような状況で考えていけると、具体的に次に何を

すべきか示せるのではないかと思います。障害児入所施

設につきましても、「家庭的養護」への方向付けがなさ

れました。これは非常に大きな進展だったと思いますが、

「家庭養護」の推進までは示されていないということで、

さらにいろいろな調整が必要だと思いますので、障害の

ある子もない子も全ての子どもで同様に家庭養護を目指

していく必要があると思います。すでにある専門里親は

障害があったり、ニーズが複雑な子どもを養育できる里
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親とされていますがこの制度が、実質的にどの程度活用

されているか、今後どうしていくのか、専門里親を超え

て専門職里親のような里親類型の見直しといったことも

視野に入れた検討も必要になると思います。 

このスライドは最初に示したものですけれども、これ

まで説明した全てを含む図ですが、この左側の枠組みの

ようなかたちで、これから後半５年間の次期計画策定要

領が発出されたら、それに基づいて計画を立てていくこ

とが重要だと思います。そのためには共通理解として今

日はパーマネンシー保障の話を全ての項目と絡めながら

してきましたが、まずは軸となるこの考え方をしっかり

関係者皆で共有し、自分の役割をもう一度考え直すとい

うことが必要だと思います。 

最後になりますが、いろいろな取り組みがこれから始

まり、その計画を立てるわけですけれども、実際にきち

んと機能して成果が上がっているのかを確認することも

重要だと思います。その機能・役割が、実はこども家庭

審議会にあるということがこども大綱の中に書かれてい

ます。このスライドに書かれてあることが本当に実施で

きれば、これは子どものために始めたことが子どものた

めになっていることを担保できるシステムなのかもしれ

ません。ただ、これが実際にどこまでできるかというこ

とがこれからの大きな課題・挑戦だと思っています。私

自身もこども家庭審議会の委員として参画し、これを知

ったときに、自分がそのような役割を担う審議会の中に

いることを改めて認識し、しっかり取り組まなければと

思いました。しかし一方で実は独立した立場で監視する

国レベルの機関が必要ではないかということが部会等で

も言われているところです。ただ現行ではここに示され

たこども大綱の内容がありますので、まずはそれをしっ

かり実施した上で、その有効性について検討する必要が

あると思います。そして、その機能が不十分で役割を果

たしきれない場合には、海外では独立したかたちで実施

されているその方法をこども家庭審議会で取り入れるこ

とを考えたり、独立したかたちで監視する国レベルの機

関の設置についても具体的に検討することも必要になる

と思います。それによって初めて子どもが「こどもまん

なか」と思えるような状況を日本の社会に作ることがで

きるのではないかと思います。大人が「こどもまんな

か」と言っているだけでは不十分で、子どもがそう思え

ているかどうかがとても大事だと思います。 

「こどものために」で始まるこれからのたくさんの取

り組みを「こどもとともに」へつなげるには、子どもの

声を聴き、反映させる、そして成果を客観的に評価する

ことが必要です。最後に挙げたような、子どものために

なされた取り組みの結果をしっかり確認し必要な変化に

つなげるシステムが必須だと思います。 

ご清聴いただきありがとうございました。 
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コーディネーター 

 柏女 霊峰 

（共同代表／淑徳大学総合福祉学部 特任教授） 

 

 

 

 

上鹿渡さん、ありがとうございました。パーマネンシ

ーを軸に考えていくという、このメインシンポジウムを

これから進めていきますけれども、シンポジストの選定

などもそれを軸にして、置いていただくというかたちに

させていただきました。これからはシンポを始めていき

たいと思いますけれども、まず私が簡単に趣旨説明をさ

せていただいて、そして皆様方の紹介をしていきたいと

思います。今お話がありましたように、わが国の社会的

養護は現在まで施設を中心として展開をしてきました。

でも歴史をたどりますと、児童局ができて、しばらくし

て出た児童養護施設の要綱を見ると、特に低年齢の子ど

もについては家庭養護が大事であるということ、施設養

護よりも家庭養護が大事だということがもう既に書かれ

ていたわけです。しかしながら、そこに政策的な力点を

置くことがないままに、それでもそれが書かれていて、

政府がそれを進めていたということもあって、昭和 30

年代前半ぐらいには 20数パーセントまで里親委託率は

上がっておりました。 

しかしそこから下がってきて、そして 2000 年頃には

里親家庭養護委託率が 7パーセントまで下がるというこ

とになりました。そこからようやく政府は本腰を入れ始

めたということになるかと思います。私は今 4期に分け

ておりますけれども、助走、ホップ、ステップ、ジャン

プとしてきて現在に至って、現在はジャンプのところに

なるかと思います。今がちょうど 23.5 パーセントで、

昭和 30 年代当初の頃にようやく追いついたということ

になって、これからが前人未到の地ということになりま

す。 

ただこの最近の家庭養護の割合を見ていきますと、

2011年のときには社会的養護の課題と将来像、今日は

それを作ってくださった、当時の厚労省の課長さんの高

橋さんがお見えいただいていますけれども、そのときが

13.5 パーセントでした。それから約 1 パーセントずつ増

えていって現在 23.5 パーセントという状況になってい

ます。しかし先程上鹿渡さんのお話にもありましたよう

に、委託率だけが大事なわけではなくて、委託を進めて

いった結果、場合によっては里親委託の不調なども注目

されています。また委託率が上がらない原因で、外国と

の比較では、親族里親が有効活用されていないんじゃな

いか、といったような構造的な指摘もなされたりして、

様々な議論がこの委託をめぐって行われております。こ

うしたことからこのシンポでは、改めてこれからの家庭

養護を考えると題して、時代の変わり目、これから新し

いステップを踏んでいかなければいけない、ジャンプの

あとの時代を追い求めていかなければなりません。その

ために何をすべきなのかをこのシンポジウムで企画をし

ようということでやってきました。これまでの日本の社

会的養護は施設に偏ってきました。しかしそれは施設関

係者にも大きな負担と犠牲を強いてきたのではないかと

考えます。家庭養護の進展は施設の献身的な実践を否定

するだけではなく、施設と家庭養護の協働によって新た

な社会的養護体制を作っていく、という方向転換をして
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いかなければならないんだろうと思います。今日はその

ための布陣を揃えて、みんなで考えようということにな

ります。 

まずは福井さんのほうから、先程お話がありました福

岡の実践の事例について、ドラスティックな価値観の転

換も引き起こしていると聞いておりますので、その報告

をお聞きしたいと思います。そのあと北川さんは、里親

であり、かつファミリーホームの運営をしていらっしゃ

います家庭養護を代表する方としてお話をしていただき

ます。続く黒田さんと長縄さんは、それぞれ乳児院また

は児童養護施設でフォスタリング機関として、あるいは

児童家庭支援センターとして、このフォスタリング、里

親養育をしっかりと進めようということを実践してこら

れています。最後の牧戸さんは、先程上鹿渡さんのほう

でもお話がありました、基礎自治体の家族維持のための、

あるいは家族再統合の受け皿としての、そういう支援の

実際をご紹介していただこうと思っております。助言者

の方お二人を交えて進めてまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

まず最初に福井さんのほうからお願いいたします。皆

様方恐縮なんですけれども、15 分というお時間、お守り

いただければと思います。そうしないとどんどん昼食の

時間に食い込んでいくことになりますので、ご協力のほ

ど、よろしくお願いいたします。それではまず福井さん、

よろしくお願いいたします。 
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シンポジスト 

 福井 充 

（福岡市こども家庭課 係長、 

早稲田大学社会的養育研究所  

招聘研究員） 

 

 

  

私は福岡市の中で地域での支援とか代替養育による社

会的な養育の施策全体を推進する仕事をしております。

過去に児童相談所の児童福祉司も 7 年ほど経験しており

ます。お題である家庭養護の役割ということを考えると

き、福岡市では社会的養育の施策全体の中での位置づけ

がございますので、全体を説明しながら、里親さんの役

割のことについても触れたいと考えております。 

今日は「つながりを大切にする家庭養育」を推進する

お話をします。家族と子どもの絆とかつながりを作って

支えていく予防的な支援のところ、あとは家族から離れ

ざるを得なかった場合にも、家族や親族とのつながりを

維持したりとか、再構築をしていくという支援のところ

が、この「つながりを大切にする家庭養育」が意味する

ところです。これらを今後改正児童福祉法が施行される

中でさらに強化して、市区町村と児相、都道府県が一体

となって充実させて、つなげていくような取組みを進め

ていくことが必要かなと思っております。 

子どもにとって「安全」があれば「安心」して育つこ

とができるでしょうか？私は児童相談所時代、特に乳幼

児を安全のために保護するということは多かったですけ

れども、里親家庭や施設で育ちながら、そこで家族とま

た交流して再統合をめざしていくというのはなかなか難

しい作業でして、だんだん親子の交流が減っていくこと

も多いです。乳幼児というと、週に 1回、2回行くだけ

ではまた次の面会のときには親子関係がリセットされて

いるような状態が続いて、なかなかそこから関係を作っ

ていくことが難しいです。そしてだんだん子どもは家族

のことを自分からは口にしなくなる。その状態で小学生

になると、こちらから話題を振ると言ってくれるけれど

も、周りの人に迷惑をかけると思っているのか、自分か

らは口にしない状態というものがありました。 

そもそも、この親子分離、そして難易度の高い親子再

構築をしていく前に、最大限、子どもが家族と暮らし続

ける努力ができていたかということですね。あとはこの

難易度の高い支援をしっかりやるために親子交流や親の

状況に対する支援を進行管理して、交流ができているか、

できていないならどんな要因があるのかを把握して継続

的に支えていくような、児相としての進行管理が十分だ

ったかということを考えました。 

福岡市が過去 3年間に児童養護施設から措置解除した

退所状況の結果として、入所期間が 3年を超えると、家

庭復帰の割合が減って 4割以下ということになります。

入所後３年以内に家庭復帰しなかった子どもたちがどう

なっているかというと、6 年以上、9年以上、あるいは

12年以上という長期の措置の結果、自立というかたちで

措置解除に至ります。この 3年を超えた子どもたちは、

家族との交流も年 3回以下という子が 4割以上いるとい

う状態でした。こういった状況はスライド４にある全国

の調査でも同様の傾向が見られています。 

全国的に、措置される児童の６割ぐらいは 6 歳未満で

すので、乳幼児期から長期間、家族から離れた場所に措

置され続けた結果、家族あるいは親族とのつながりがな

いまま又は希薄なまま自立をしているという子どもたち、

若者たちを生んでいるという状況が見られました。 
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上鹿渡先生からお話がありました「パーマネンシー」

についてですけれども、重要なのは「共通の未来を当然

に疑いようなく感じられる」ような環境ですね。自分の

子ども時代を考えると、明日この父や母がいなくなると

か、自分がこの家からいなくなるということを想像した

ことは全くありませんでした。そういったことに疑いを

挟む余地のない安心できる状態でいられること。あるい

は、家族から分離されて家族と別々に生活している場合

でも、家族や親族とのつながりを感じられる状態の中で

育っていく。そういう未来に続いていくような関係性の

中で養育をされ、育ち、所属感を感じながら成長してい

くということが大事だと考えています。 

児童相談所運営指針の中にも、このパーマネンシーの

考え方が反映されています。最も大事なのは家族支援に

よる親子分離の予防で、分離した場合も家庭復帰の支援

を最大限にやって、難しい場合に親族や知人による養育

を検討するといった優先順位の目安が書かれています。 

この考え方を意識しながら、それぞれの子どもが、ど

ういった家族や親族あるいは地域とのつながりを感じて

いるか、あるいは感じたいか、つながりたいかを捉えな

がら、実際に今後つながりを感じていけそうな人は誰か、

つながれる家族、親族、知人、友人はいないかを個別に

検討して調査やアプローチをし、つながりを維持、修復、

あるいは養子縁組のように新たに構築していくという、

個別性の高い目標の設定と、それを定期的に見直しなが

ら進行管理していく実践の充実が必要だと考えました。 

安心して育っていくときに大事かなと思っているのが、

まず大前提として安全があることで、危なくない環境、

怖くない環境。そして、家庭養育や施設による個別ケア

が提供され、心理的ニーズ、身体的ニーズに日々応えて

もらうこと。それに加えて、パーマネンシーとして、つ

ながりや帰属意識を持てる存在があることで、根無し草

にならない、根っこのある状態で育っていける。これが

全て安心して育つということにつながると考えています。

安全があることで、危険だった環境から安心して回復し

ていく。ニーズに応えてくれることで相互作用が生じ、

アタッチメントが形成されていく。そして最後の、帰属

意識を持てる家族や親族、地域があり、その家族や親族

との将来を描けることでアイデンティティが育っていき

ます。また、将来も見通せる帰属意識やつながりは、予

測可能で安心できる関係性や絆をもたらし、その中で、

より安定した強固なアタッチメントが形成されていくと

考えられています。福岡市ではこのパーマネンシーとい

うものも大事にしながら、それを実現するために実親の

養育を支援する体制、仕組み、サービスを充実させてき

ました。そして、サービスを構築していく主要な方法と

して、施設の多機能化とか、里親さんの役割の拡大とい

うものを主軸にして取り組んでいます。2020 年から５

か年間の計画上に位置づけ、計画的に進めています。 

体制の強化としては、親子分離予防のための在宅支援

ですので、福岡市でいうところの行政区、市町村機能に

あたる部門の体制を強化してきています。正確にニーズ

を把握して、あるいは心理職を配置して、より質の高い

親子関係のアセスメントをし、見守りという言葉だけで

終わらせないような具体的な支援を届けていくために、

職員を増員しました。2021 年度に７区合計で 31名増員

し、今年度も追加で 33名増員して中学校区に 1人ぐら

いは区の在宅支援のワーカーがいるという体制が整って

きております。そこを補完する役割として、各区に児童

家庭センターの増設という体制を作ってきております。 

仕組みとしては、児相に大量の面前 DV 通告など来ま

すけれども、これまでは一定の調査の上で児相にて終結

とすることが多くありました。しかし、通告は家族支援

にとって大事なきっかけ、入口になりますので、潜在的

なニーズを把握するチャンスと捉え、区での相談や継続

支援につなげたほうがよい事例を振り分ける部署を設置

して、児相から区へ送致という形でつなげていく仕組み

を充実させています。 

サービスとしては、その区で支援に活用していく事業

のうち、様々な訪問支援を充実させています。いろいろ

な家庭の状況、ニーズがありますので、養育上の様々な

ニーズに応えられるような、サービス側も様々なことを

訪問で実施する多種類のものを構築しています。あとは

ショートステイの受け皿の拡大で、10年連続で受け皿を

拡大してきています。さらに集中的な支援が必要な場合

の親子宿泊による支援も複数充実させてきています。 

施設の多機能化は、「短期養育」と「親子関係づく

り」の２本柱で進めています。短期養育のため、一時保



 

  

70 

 

第６回 FLECフォーラム報告書 

報告書 
シンポジウム「あらためて、これからの家庭養護を考える」 

 

護専用施設を複数設置し、一時保護やショートステイの

受け皿を拡大し、地域とつながりのある状態で子どもが

育っていくのを支援する。加えて、親子関係づくりのた

め、訪問型、通所型、宿泊型の多様な支援事業を乳児院

や児童養護施設の事業として官民協働で構築し、区や児

相と施設が連携して実施しています。また、母子生活支

援施設の多機能化として、より妊娠早期の段階からの相

談支援を構築しています。国の施策上、行政側の伴走型

相談支援が充実しましたので、福岡市も行政の助産師等

を増加させてやってきていますけれども、そこにすら至

らない、妊娠届出の前の不安や妊娠葛藤の相談を拾って

つなぎとめて、出産前後の居住型支援もやっています。 

里親さんの役割というところで、同じように親子分離

の予防をしていくとなると、地域や家族とのつながりの

中で育てていくような里親ショートステイですね。これ

があることでショートステイをやっていた里親さんに正

式委託をしたり、あるいは里親家庭から家庭復帰した後

に委託されていた里親家庭でショートステイを定期利用

するという連続性を保ち、子どものつながりをぶつ切り

にしないような支援が可能になってきています。家庭環

境の中でショートステイをやりますので、日常的な子ど

もの行動をアセスメントできたり、子どもの発言などか

ら、親子の関係とか家庭状況も見えてきます。ショート

ステイについては、要支援家庭であれば無料にするなど

福岡市では少し上乗せをしています。このことで定期的

に、計画的に利用して、このあたりで休息しましょう、

そして回復したり一緒に相談しながら、また子育てして

いきましょう、という支援が可能になってきています。 

福岡市の場合、里親ショートステイを NPOに委託し

ていますので、その NPOのソーシャルワーカーが区と

里親さんの間や、里親さんと家族の間に立ってマッチン

グや相談など様々な調整をしています。その中でいろい

ろな課題も見えてきています。ショートステイの利用で

把握された親子関係や子どもの状況、特性を踏まえて、

お子さんにはこういう関わりが必要かもしれない、この

ような相談や支援を活用してはどうかなど家族にフィー

ドバックしていくこととか、把握した子どもや家庭の状

況を区にフィードバックして、区が支援全体のケースマ

ネージメントに反映させていくということが課題かなと

思っています。 

「つながりを大切にする家庭養育」をめざして、里親

さんと実親さんの共同養育ということも進めておりまし

て、家族と里親さんが一緒に子どもを育てていくという

ことですね。里親さんに預けて、里親さんが新たな家族

として育てていただくというよりは、実親さんや親族も

定期的に交流しながら、子どもは家族や親族への所属意

識をもちながら里親家庭で育っていくということを推進

しております。全ての里親さんでこれができているわけ

でもありませんし、家族の状況によっては交流ができな

い又は適切でない家族もたまにいますので、そういうと

きは難しいこともありますけれども、基本的には共同で

育てる考え方を意識しております。子どもにとっても、

家族、里親も自分に関心を持ってくれている安心感の中

でつながりを感じて育っていける、ということですね。 

里親さんには、里親登録の研修の段階から親子交流の

サポートをお願いします、その際は児相と連携してくだ

さい、あるいは進行管理の中で家庭復帰が難しい場合に

養子縁組里親への変更があり得ます、ということもご説

明しています。福岡市の場合、特別養子縁組はほとんど

が養育里親を経由せず、新生児委託とか、病院や乳児院

から直接養親候補者に委託されますけれども、里親さん

に委託した後に家庭復帰が難しくなった場合の措置変更

というのも、子どものパーマネンシーという長期的な視

点から理解をいただきながら進めています。マッチング

の際に家族の交流の頻度とか、こういうところに協力い

ただきたいとか、家庭復帰の目標時期はこのぐらいです、

というようなご説明をしています。家族への説明も、委

託後も一緒に家族も関わりながら育てていくという視点

で子ども中心に話し合いができ、里親委託やその後の親

子交流、再統合に向けて前向きになっていただくような

説明に変えてこれたかなと思っております。スライド 16

にノースカロライナの共同養育のマニュアルを紹介して

いますが、共同養育のための家族と里親の調整には、そ

れぞれへの丁寧な配慮、言葉がけ、情報共有など専門性

を高めていく必要がある、というところのご紹介です。 

福岡市の里親支援は民間の方に広く協力いただいて、

児相になかなか相談しづらいところとか、カバーできな

いところに対応いただいています。里親さんはほかにも
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一時保護委託とか、赤ちゃんを数日からお願いしますと

いうことで、かなり問合せや登録のハードルが下がって、

福岡市では里親さんが増えていきました。ひとり親の方

とか共働きの方でも里親さんになっていただけるという

状態ができてきて、それでいろいろな里親さんが増えた

ことによって、ショートステイを担っていただいたり、

スライド 18 に書いている新たな親子支援、宿泊による

支援などにもチャレンジできる状態になってきたかなと

思います。ここの福岡市における里親役割の変遷は参考

までに書いております。過去には、養子縁組との区別や

施設養育との分担として乳幼児を中心とした代替的な家

庭養育を担う養育里親の役割の充実が進み、そのことで

多様な里親家庭が増えたことによって、最近では、子ど

もショートステイなどの予防的な担い手というところの

幅がかなり広がっており、直近は、親子ショートステイ

や親子宿泊型の親子支援の担い手になっていただく事業

を開始しているところです。 

残るケースマネージメントについてのスライドは今回

の家庭養育そのもののテーマからは若干外れますので、

ディスカッションの中で必要に応じてご紹介できたらと

思っております。私からは以上です。 
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シンポジスト 

 北川 聡子 

（社会福祉法人麦の子会 理事長、 

日本ファミリーホーム協議会 会長） 

 

 

 

社会福祉法人麦の子会理事長の北川です。私は法人と

してファミリーホーム、里親もやっていまして、現在札

幌市里親会の会長もしております。その立場でお話させ

ていただきたいと思います。いろいろな子どもたちがむ

ぎのこにはいますけれども、今日は特に家庭的養護の子

どもたちのことを中心にお話したいと思います。潮谷先

生もおっしゃっていましたけれども、家庭的養護の子ど

もたちが豊かに育っていくためには、周りのコミュニテ

ィの機能が子どものニーズに合った良いものじゃないと

いけないということで、ちょっと広めのことをお話して

いきたいと思います。 

むぎのこの説明です。これは 25年前に作ったパンフ

レットを今でも使っていますけれども、障害のある子ど

もたちの子ども時代の写真です。右側が成人になり、そ

の人らしく暮らしたり働いたり余暇を楽しんでいます。

潮谷先生が来てくださったときのフラダンスを踊ってい

る写真とか、音楽をやったりとか、スケートをやったり

しながら暮らしています。むぎのこを拠点として継続的

な寄り添い型の支援を行ってきました。上の女の子は自

閉症の方なのですけれども、近くで会うと、「北川聡子

さん、こんにちは」とか言ってくれたりして、小さな頃

から育てた子どもです。 

どんなところかと言いますと、1キロ四方ぐらいの人

口 6,000 人とか 7,000人と言われていますけれども、

小学校、中学校が 1つずつぐらいあるところに里親家庭

やファミリーホーム、むぎのこの事業所があり、いろい

ろな家族が住んでいる本当に狭いところです。むぎのこ

で社会的養護の必要な子どもたちは、ファミリーホーム

が 4 か所あって、里親が 47 組。委託されている子ども

は今年の 1 月で 53 人。一時保護の子どもも 7 人います。

ほとんど発達に心配のある子どもやケアニーズの高い子

どもです。そしてファミリーホームをご存じない方もい

るかもしれないので、子どもが 5、6人いて、養育者が

今は 1 人で、補助者がいるという、それが家庭になって

います。 

では全国の状態はどうかというと、自営型が 76 パー

セントで、夫婦でやっている人が 59.7 パーセントとな

っています。そして委託児童は大体全国で 5 名が多くな

っています。そして発達に障害のある子どもが多いとい

う結果も出ています。それからちょっと負担感が多いと

いう調査結果が、これは国の調査でやった結果です。発

達障害を有している子どもが多いということが、全国の

ファミリーホームの実態として言えるかなと思います。

むぎのこでは、向かって左側の子どもは自閉症、真ん中

の子はダウン症のお子さんで、左側の子は医療的ケアが

必要な子で、障害のある子どもも家庭養育を、というこ

とで、里親さんたち、今日も来てくれていますけれども、

育ててくれています。 

小さなフォスタリング機関がありますが、本当に小さ

なフォスタリング機関ですけれども、頑張ってくれてい

ます。でももともとこんなふうに里親家庭とファミリー

ホームにはむぎのこという児童発達支援センター、施設
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ではないんですけれども、センターが中心として里親さ

んたちのグループカウンセリングをしたり、その家庭で

暴力があったといったら職員が駆けつけて、子どもの話

や里親さんの話を聞いたり、そういうような中で里親家

庭と子どもを育てているという環境です。その中で、乳

幼児期はアタッチメントがすごく必要だし、それから思

春期になってくると、朝起きられないとか、不登校、暴

言、暴力、学力不振、それから自殺企図は全国的な問題

ですけれども、外傷性ストレスに対して大きくなってき

て、リストカットなどいろんなことが出てきたり、とい

うのは全国共通しているかもしれませんけれども、うち

の子どもたちにも出てくることもあります。そういうこ

とに対して放課後デイサービスがすごくいい役割を果た

していて、孤立を防いだり、仲間同士とかグループ活動。

それから居場所ですよね。学校と家庭以外の大人が子ど

もたちを肯定してサポートしていくという、そういう役

割を果たしています。 

それから、明日学校との関係が出てくると思いますけ

れども、学校との関係が重要ですので、放課後デイのス

タッフが学校に行って、子どもたちを支えています。ま

た不登校になる子も里子の中でもいますので、別に不登

校になっても大丈夫だよ、ということで、不登校の子の

支援の場を作っております。あとこども食堂ですね。里

親さんも働いている人が多いので、ご飯作っていないと

いうわけではないですけれども、ここで子どもたちが集

まったり、実親さんとここで一緒にご飯を食べたり、い

ろいろな機能がここにあります。それから一時保護所も

あるんですね。でも普通の一時保護所とは違って、ファ

ミリーホームの延長のような一時保護所で、学校とかデ

イサービスにも通えていたり、週 1 回ぐらい外食に行っ

たりしながら、という一時保護所で、全然最近足りなく

て、今日も朝 3人の子どもを預かってくれないだろうか

ということで、今里親さんを探している最中です。それ

からまた妊娠期からの支援も大事です。妊娠、出産、子

育てですから、妊娠期からの支援もあって、生まれた子

どもたちなんかも、こども誰でも通園なんか本当に必要

だなと思っています。 

もう 1 つは、お母さんたちを支えるということが地域

では非常に大事です。子どもを救うためには家族が救わ

れなければいけない。これは私たちのミッションにして

いて、フィンランドのネウボラの保健師さんに教えても

らった言葉です。具体的にはこのようなグループカウン

セリングとか、心理支援を大切にしています。その中で、

孤独じゃなくなるというか、つながっていく。それから

その人自身、お母さん自身、お父さん自身の力を引き出

していくとか、新たな人生に挑戦していくとか、パワー

をつけていく場で、自分も障害児のママをしたり、それ

からファミリーホームや里親に預けていても、アイデン

ティティ、自己肯定感を持ちながらお母さんたちが生き

ていけるように、という場になるように支えています。

また子どもの障害で来るお母さんが多いんですけれども、

自分自身のニーズがあるお母さんも多く来ています。DV

の中で生き抜いてきたお母さんなどもたくさんいますの

で、自助グループ、あと宗教 2 世とか、そういう自助グ

ループを先輩ママたちが中心になってやっております。

時には自分では子育てが、子どものことは好きなんだけ

ど子どもの前に出るとどうしてもイライラしちゃったり

するお母さんは、ファミリーホームに預ける決心をした

んですけれども、こんなふうにファミリーホームに遊び

にいって、わが子と遊んだりしながら絆を、分離しても

一緒にいられるように、子どもも安心できるように、見

捨てられたんじゃないんだというかたちもとっています。 

あとは兄弟のヤングケアラーのことなども出てきます。

また心理支援だけではなくて、今回児童福祉法改正でホ

ームヘルパーとかショートステイとか拡大されますけど、

ケアニーズの高い障害児の場合はもともとホームヘルプ

とかショートステイを使って子育てしていました。なか

なか最初は使えないんですけれども、スウェーデンのパ

パたちが、自分の子で大変なところは社会の助けを借り

ていいんだ、という言葉をお母さんたちに伝えて、スウ

ェーデンではこんなふうにしているみたいだよ、と言い

ながら、だんだん今はホームヘルプとかショートステイ

を使いながら、というのが普通になっています。 

地域に住んでいる親子にはニーズがいっぱいあります

から、その親子に合わせた支援をしていくということで、

とにかくその支援とか、関わりが対話になるように、対

話が希望になるように、と私たちはいつも思っています。

子育てって今まで、親ガチャじゃないけれど、お母さん
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たちがつらい、みたいなことになっていますので、そう

じゃなくて、「本当に子育ては動物の行動の中でとても

高度な働きの 1つである」この言葉に出会ったとき、私

もすごくうれしかったんですけれども、やっぱりみんな

で子育てしていくということが大事だなと思います。 

ではファミリーホームに戻りたいと思います。ファミ

リーホームは家庭です。家庭養護であり、今現在ケアニ

ーズの高い子どもたちに対して子育てする使命があるの

かなと思います。今度の春から、今日小松課長もいらし

ていますけれども、個別対応職員が配置されることにな

りました。今まで夫婦でやっている方が 59 パーセント

ということですけれども、この夫婦が揃って子どもにし

っかりと関わり合えるという、そういうファミリーホー

ムができていくのかなと思います。これから施設職員な

んかで、家庭養護やりたいな、という人が、ちゃんとそ

こで暮らしてもいけるし、子どもも育てていけるという

ことで、きっとこの個別対応職員がついたことでファミ

リーホーム、今でも少しずつ増えているんですけれども、

もっと増えていくんじゃないかなと思います。そしてフ

ァミリーホームは本当に家庭だと思います。一緒に住ん

でくれる人がいる。夫婦じゃなくてシングルマザーでも

いいんですけれども、子どもにとってはこういう小さい

単位の家庭がいいと思います。障害のある子ども、ケア

ニーズの高い子どもも受け入れて、これから少し里親よ

りも社会の中で果たす役割は私たちは大きいなと思って

います。 

家庭ではあるけれども、子どもを理解できる専門性が

必要と思うと同時に、ファミリーホームもほかからのフ

ォスタリングなどの支援が必要だと思うし、当事者活動

の担い手にもファミリーホームはなれると思います。そ

してファミリーホームの未来ということで、長縄先生も

よくおっしゃっていますけど、乳児院なんかがファミリ

ーホームをやっていただいて、そして 1 人ずっと一緒に

暮らす人がいて、ほかの職員がいて、ということであれ

ば、家庭養護がもともと実現できるのかな、というふう

に思います。だから、この若い職員にはお給料をたくさ

んあげていけば、若い人でもやりたいなという人が出て

くるんじゃないかなと思います。 

そして私は長官に、インクルーシブのことをもっと学

ばないと、ということがあって、私がイタリアに行って

きたとき、ついでに家庭養護の勉強もしてきて、イタリ

アで 1970年代に脱施設化の運動が精神病院を中心にあ

りました。里親はどうなのかなと思ったら、全く同じな

んですけれども、でも実際里親がなかなか増えないとい

うことで、半分は施設を小さくしたとおっしゃっていま

した。平均で全国で 5 名ぐらいの子どもたちが、小さい

施設、ファミリーホームみたいなところで、イタリアっ

て理想は家庭養護なんですけれども、現実は現実的に子

どもたちが小規模の家庭的なところで育てばいいという

ふうに、絶対里親でなければいけないというよりは、家

庭養護をめざして現実的な路線を取っているということ

を学んできました。赤ちゃんは家庭養護でした。 

子育て支援の考え方は、高学歴のお母さんたちも非常

に子育てが難しくなっていますので、ポピュレーション

アプローチからケアニーズの高い子どもまで、社会が温

かくつつんでいくということが必要だと思います。ダウ

ン症の子のお母さんですけれども、小さいときはもう育

てられないと思ったんですけれども、今はなんとか生き

ていけるし、子どもも素敵に大人になったと。そして私

も友達ができてひとりぼっちじゃなくなって、子どもの

障害は変わらないけど、仲間に出会ったり信頼してくれ

る人に出会う中で、ついてる人生なんじゃないか？とお

っしゃっていました。 

困り感のある子どもたちがむぎのこで育って、今日も

来ていますけれども、子どもたちが子どもたちの寄り添

う側に今育ってくれています。こんなふうに子育ては良

いコミュニティの中で成り立っていくのかなと思います。

子どもを育てるには村中の大人の智慧と力と愛が必要と

いうことで、本当に子どもたちが生まれてきてよかった

なと思える日々とか、子どもたちがこの世は生きるのに

値すると思える、いろいろな多様性が尊重される社会の

ために皆さんとこれからも手をつないでいきたいなと思

っております。ご清聴ありがとうございました。 
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シンポジスト 

黒田 邦夫 

（社会福祉法人愛恵会乳児院 施設長） 

 

 

 

愛恵会乳児院の黒田です。よろしくどうぞお願いしま

す。私は、現在は乳児院ですが、児童養護施設でずっと

働いてきて、社会的養護だけずっと働いてきました。今

回のテーマ「里親委託はなぜ伸びないのか」について、

どこでつっかえているのか？つっかえているところを探

してみよう、といろいろ調べたことを発表させていただ

きます。制度の制約と子どもの希望と委託解除、大体こ

の 3 点がポイントになります。 

親族里親についてですが、日本は親族里親が少なくて

約 2 パーセント、直近で確かめてきたら 819 人。諸外国

を見ますと 20 パーセント、30 パーセント、多いところ

では 50 パーセントを超えています。いろいろ調べてみ

たら、どうも扶養義務が親族里親の認定の壁になってい

るのではないかと思われます。以前、厚労省の方に伺っ

たら、介護や生活保護にも関わってくるので簡単にはい

じれない、という話でした。 

施設入所 2 万 6,000 に対して里親が 7,700 で、親と

非同居の子どもが 2 万 9,000。これが直近のデータでし

た。親と非同居の子どもの 3 分の 2 かもっと多くを祖父

母が引き取っているらしいです。仮にその 4 分の 1、

7,000 人ぐらいを里親認定すれば里親は倍増する。単純

にそんなことも考えて、なぜ増えないのかと。 

ただ親族里親の概念については国によって相当違いま

すので、単純比較はできません。例えば、日本は三親等

までですが韓国は八親等までです。国によってキンシッ

プケアの概念が違いますので、単純に委託率の比較はで

きませんが、それでも日本は低い感じです。 

保護者と子どもの意向については、東社協の児童部会

の里親制度支援委員会で調べてもらいました。この調査

は 5 年前にやったきりですので、今回またやってくださ

いと頼んでいます。見ていただいて分かるように、子ど

もの意向で見ると養育家庭の希望が 10 人。養子縁組が

1 人。全体が 2,742 人です。それで 10 人と 1 人ですか

ら、希望だけで言ったらほとんどいません。実感として、

子どもから里親へ行きたいということをほとんど聞いた

ことがありませんので、自立支援計画書に書かれている

本人の意向を調べてもらいました。親の意向ではもう少

し増えて、養育家庭の希望が 29 人、養子縁組が 6 人で

した。子どもより 3倍ぐらいにはなります。 

施設が候補児を上げるときに、この希望どおりとは限

りません。意向調査の年に自立支援計画において養育家

庭等の委託候補児童が施設でどれぐらい上げたかを調べ

てもらいました、養育家庭が 66 人、養子縁組が 6 人。

これが右側にあるように、子どもの意向の大体 6 倍の候

補は出しています。しかし、児童相談所の了解が得られ

たのが 3 分の 2 ぐらいです。理由の一つは、“里親には

難しい子ども”なのですが、そうであるならば、力量のあ

る里親がいれば解消する問題かなという感じもします。

あと“親の同意が得られない”です。候補児で、児相の了

解を得て、なおかつ保護者の承諾も得られた子は半数。

ですから、もともと希望が少ないけれども、進める中で

増やしているといえば増やしている。子どもの希望から

見れば 3 倍ぐらいに増やしています。努力はしているけ

れども、こんな程度だというところです。 

乳児部会の調査で見ますと、保護者の意向になります

が、入所時と調査時点で数字が違います。入所のときに
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比べると、その後に働きかけがあって養子縁組の希望も

養育里親の希望も増えています。養子縁組は、養育里親

5 人から 45 人と 9 倍に増えていて、働きかけにより増

えています。 

次が都内乳児院の過去 3 年、調査の年以前に施設が候

補にした児童数、児相が承認して保護者が承認してマッ

チングに至って委託された子ども、大体ここまでで半分

ぐらい減ります。それでも保護者の意向から比べれば、

働きかけの結果増えている、こんな感じです。 

次に里親とファミリーホームの委託解除の状況です。

新規または措置変更によって委託された児童数と、福祉

行政報告例での委託解除数と措置変更の数、この差が年

度ごとの里親委託児童数の増加になります。この間の状

況を見ると 250 前後です。ただ直近では差が詰まってい

てそれほど増えていません。 

次が養育里親の委託解除理由と措置変更ですが、家庭

復帰、養子縁組、満年齢解除措置変更、その他の解除が

あります。満年齢が大体 1 割から 1 割ちょっとで、措置

変更が 25 パーセントぐらいで、大雑把にいうと 1 対

2.5 ぐらいですから、措置変更が減れば満年齢が増える

のかもしれません。ここは努力の課題だろうと思います。

措置変更には実は東京の調査で分かっていることがあっ

て、二山あります。委託後 1 年目と次が思春期です。委

託後 1 年目について、更新時研修でこの話をしたら、あ

る里親さんが、「里親の中ではこう言われるんです、“里

親の 1 年目は地獄”という言葉があるんです」と。肌感覚

で感じていることと、措置変更のピークの一つが、1 年

目にあるのが数字的に裏付けを取れたなという感じがし

ます。1 年目と思春期をどう乗り越えるかが、里親養育

の 1 つの課題なんだろうと思います。 

続いて里親およびファミリーホームに委託された児童

数の推移ですが、2017 年から 21 年まで 5 年間を見る

とほぼ横ばいです。それに対して措置変更された児童数

は上昇傾向にあります。社会的養護の人数全体が減って

いるので、委託数横ばいでも里親委託の割合は高まりま

す。それに比べると措置変更の増加率が高いので、数値

目標達成のために無理をしていないか？と気になるとこ

ろではあります。 

里親委託数が伸びないのは、1 点目が親族里親への委

託数が少ないこと。2 点目が、子どもも保護者も里親委

託の希望者が少ないこと。これをどうやったら増やせる

のかが課題です。さらに 24 年度から意見徴収措置が実

施されるわけですから、子どもの意向を聞いて尊重すれ

ば、そうそう増やせないという状況になろうかと思いま

す。3 点目は、それから措置変更が多いということ。措

満年齢委託まで行きつかない、しかし措置変更ですから

社会的養護は続いているわけです。ですからここが 1 つ

課題なんだろうと思っています。 

養子縁組に関わって、これも東京での調査ですが、養

子の児童養護施設、自立援助ホームの入所は毎年 2 人～

4 人ずっと続いていました。東京の養子縁組は毎年 20

数人から 30 数人でしたので、新規の縁組比 1 割程度が

施設入所をしていたことになります。これで気になるの

は、入所したのが 1 割ですが、その近接領域で危ういと

ころにいる養子たちは、ハインリッヒの法則でいけばそ

の何倍かいるということになります。1 割と、その近接

領域にいる子たちを含めて、養子縁組に対する支援も課

題なのだと思っています。 

ただし、直近 2 年度を見ると都内の乳児院から特別養

子縁組が急増していて、養子縁組は減っています。特別

養子縁組がパーマネンシーと単純に言えません。特別養

子縁組をした子を、血縁上の祖父母に養子縁組で出して、

その後に施設入所という事例もあります。肌感覚の話で、

乳児院の方は分かると思いますが、体内環境の悪かった

子はものすごく大変で、ミルク飲みは悪いし、寝つきは

悪いし、体つっぱるし、すごく長泣きをします。そのよ

うな子が、たまたま最初の子育てにぶつかったら、新生

児からならば上手くいくだろうと単純に言えません。 

もう 1 つ児童票を見ていて思ったのですが、この両親

のどっちに似ても思春期になったらこの子大変かもしれ

ないなと思うこともあります。里親委託は、ある意味賭

けみたいなところがあって、それは里親さんの力量云々

の話ではなくて、すごく厳しい状況に出会うこともあり

ます。これが今後どうなるのかな、と気になっていると

ころです。 

そして補足ですけれども、措置変更の影響について、

東京のリービングケア委員会で調査していただきました、

私は、いつも口だけでやってと言うだけで自分ではやら
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ないんです。東京の児童養護施設の委託解除後の青年の

教育、就労、ホームレス、不法行為などを調べてもらい

ました。これは外国と比較するために調べてもらったん

ですが、そのときに措置変更の回数も調べてもらいまし

た。そんなにいないと思っていた 2 回以上、分かりやす

く言うと乳児院、里親、養護施設と措置変更された、こ

れで 2 回です。それ以上の子が数パーセントいて驚いて

いたら、僕は頼まなかったんですけど、集計してくれた

方がこんな数字を出してくれました。措置変更 2 回以上

の場合、逮捕歴が全体の平均の 2.5 倍で、高校中退が

27.5 パーセントだったと。措置変更の回数が少ないほう

が委託解除後は相対的によかったということを教えてく

れました。 

これ、昔から養護施設の職員が、家庭から来た子より

里親から来た子のほうが大変と言っているのは、数字を

見て「こういうことだったのか」とある意味納得しまし

た。実は、措置変更後にこういうことが起きている、委

託解除後に至るまで引きずっている問題があるというこ

とです。措置変更で転々とドリフトすると生活が不安定

になって、生活の不安定、低学力、低学歴、不安定就労、

貧困、また生活の不安定という貧困のサイクルと、ドリ

フト問題がここでまたつながったという感じがします。  

里親委託は、いろいろな要素があって進んでいません

が。一つ一つの課題に対してはもう少し手の打ちようが

あるかなと思います。私からの問題提起は以上です。あ

りがとうございました。 
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シンポジスト 

長縄 良樹 

（社会福祉法人日本児童育成園  

統括施設長） 

 

 

 

よろしくお願いします。ただ養護施設の職員として長

いだけで、学びも弱い者がここに立つことは本当に図々

しいと思っております。申し訳ないと思っております。

社会的養護の地域拠点としての期待に応える幅広いメニ

ュー、多機能って、先程からいっぱい話がありましたけ

れども、児童家庭支援センターを 23 年前に、全国で 2

番目の開設という実践があります(現在 180 カ所ですが)。

1 年後には、児家センから里親支援センターへ、フォス

タリング部門を独立分離する予定で、今準備をしており

ます。岐阜の日本児童育成園、子ども家庭支援センター

ぎふ「はこぶね」の長縄です。 

自己紹介に代えて、ということなんですけれども、私

自身も乳児院の中で育ちました。養護施設の中では住み

込みで 16 年いたんですけれども、乳児院の中で育つと

いうことは、職員住宅で妹 2 人で 6 畳間に 4 人家族で、

という状態が 10 年ぐらい続きました。その当時の乳児

院は、満 2 歳で幼児は措置変更で県内の養護施設へ、と

いうことが当たり前でした。午前中に 2 歳のお誕生日会

をやりまして、2 本の蝋燭が立ったケーキをみんなでお

祝いしていただきます。お昼から、児童相談所のでっか

い真っ黒の車が来て、知らぬ間にその子を連れ去る。僕

らにしてみれば連れ去るぐらいの勢いでした。誰も知ら

ないところへ行く。タロウ君は今どんな状態か？何やっ

てるだろうかな。小学生ながらそんな思いをしたことを

覚えています。本当に措置変更という、今から考えると

虐待ということだと思います。できるだけ措置変更は、

今の黒田先生じゃないですけれども、2 回、3 回と、で

きるだけ措置変更はなくしたいと思っております。かわ

いそうなことをする大人だな、ということをずっと小学

生のときから思ってきた 1 人です。 

県立乳児院の民間委託、60 年の歴史を閉じて、といっ

たときにいち早く手を挙げて敷地内に乳児院を持ってき

ました。この子は養護で続けて、となると、1 か月、2

か月の慣らし保育を大事にします。以前の置き去り状態

で、泣いて泣いて、その晩なかなか眠れなかった事を。

僕も養護施設に就職してから幼児棟を担当したので、鮮

明に思い出されます。措置変更には長く時間を掛けてい

ます。軟着陸、ショックの少ない状態を大事にしており

ます。 

現在の日本児童育成園は、明治 28 年生まれです。孤

児院から始まった児童養護施設ですけれども、今年 5 月

が来ると､創立 129 周年になるんです。名前が日本児童

育成園とでかいです。その前が日本育児院と言っていま

した。伊藤博文が命名者ということで、明治 39 年に第

3 次伊藤内閣の総理大臣が命名者ということで、名前だ

けでかいです。日本児童育成園、現在乳児院と児童養護

から児家セン「はこぶね」と、今年 1 年目になりますけ

ども、市内の後継者がいないということで相談を受け、

母子生活支援施設を吸収合併し、事業を始めております。

あと自立援助ホーム、そして地元の市立児童館を指定管

理でやっております。年間３万人近くの利用親子がいる

児童センターです。 

今回全面改築をしたとき、私たちは一戸建て、完全独

立自主を頭に置きました。一戸一戸予算的にも自活を進
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めております。僕自身の、本当に化石のような養護観で

すけれども、担当する大人は変わらない、継続というこ

とが基本です。幼児集団という話をしましたけれども、

私が 54 年前に担当したのが幼児棟でした。20 人の幼児

が、1 歳児から年長さんまでがおりました。本当に考え

られないですが、20 名を 1 時間から 1 時間半かけて男

が 1 人で風呂に入れるんです。20 人ですよ？戦争です。

本当に大きな風呂場ですから、溺れずに済んでよかった

なと思うぐらい、大変なことを思い出します。入浴場面

です。それを、20 年かけて幼児棟を分解して各ホームに、

幼児から高校生までの 16 人というところで、4 人体制

できました。5 年前に全面改築をして、幼児から高校生

までの 8 人のホームを作りました。職員 4 人です。現在

は 8 人ということで、1 部は 6 人の子どもに 4 人の職員

でやっています。基本兄弟はバラバラにしない、兄弟は

一緒、これを大前提にしています。女の子だから、幼児

だから、中高生のお姉ちゃんはこっち、施設に来たら兄

弟バラバラ、それは避けたいと。それは虐待でしょう、

と私自身も大事にしている部分です。 

今でも住み込み職員を、1 つのホームに 1 人、バス、

トイレ、キッチン付きの優遇する 1 人の部屋を与えてお

ります。住み込みは無理だろう、集まらんよね、と言わ

れる昨今ですけれども、自分たちの養護を熱く語る中で、

一緒に子どもの生涯に付き合う。こんな楽しい仕事はな

い。100 人いれば 1 人ぐらいは一緒に手伝いますよとい

うことで、住み込みを希望する学生を私たちは迎えてお

ります。今現在 9 ホームありますけれども、9 人の住み

込み者がおります。それから、還ってこいよ、いつでも

還ってきたらいいんだ。生涯付き合う、そんな思いで 50

年過ぎました。保証人も基本受けます。車買うからロー

ン、家を建てるからローン、現在も 2 年前に犯罪を犯し

て服役中の男の新築ローンを僕が立て替えている状態で

す。いつ返ってくるか分かりません。あと 1 年はかかる

と思いますけど、これから先も、出所したら返すだろう

という思いで、立て替えて払っている次第です。 

子どもたちに還れる場所を用意する。人と環境、場所

を用意する。そんな実家機能が児童養護施設の原点では

ないかなと僕は思います。つい最近ですが、1 人の男が、

『園長、僕、がんや』と 52 歳のカツミ君から電話があ

って、『胃がんになった』『大丈夫だ、取ってしまえ』

で終わったんですけれども、『園長、知っといて』だけ

なんですね。誰かが知っていることで痛みが半分になる

ような、そんな卒業生の思いが伝わってきました。『さ

みしいからやっぱり結婚するわ』と 47、48 になった男

から結婚の知らせも来ます。『園長、知っといて』だけ

です。私たちの仕事は基本一緒にいるだけです。近くに

いる安心感を施設の子どもたち、児童養護の子どもたち

に伝えたい。同じ顔がそばにいる安心感です。全ての支

援は信頼からです。信頼は継続からです。長く一緒にい

ることで子どもたちは安心を持ちます。これが、繰り返

しになりますけれども、養護の原点だと思います。一緒

にいてくれる人を子どもたちは探しています。 

児童家庭支援センター、こども家庭支援センターぎふ

「はこぶね」です。緊急の電話相談から始まります。シ

ョートの受け入れ、市から児相へつないでいって入所に

なるケースもあります。あとアフターケアを含めて、長

い付き合いです。地域にあてにされる施設づくり。最後

の最後は育成園に、最後の最後は「はこぶね」に相談し

てみたら？そんなことを私たちは聞きます。年中無休で

す。24 時間つながっています。私たちは地域支援、要す

るに市町のショート、里親の開拓をどんどん進めており

ます。学生ボランティアも含めて、訪問型の学習支援、

家庭教師を一人親家庭に派遣する、そんなことも大事に

しております。あとは児家センで、今中心になっている

のがオレンジリボン、虐待防止運動です。先程全社協の

先生も言われましたけれども、主任児童委員がもっと、

児童福祉というか児童虐待に関心を持ってほしいなと思

っています。今回一般社団法人にして、オレンジリボン

たすきリレーだけじゃなしに、年間に親子で楽しめる機

会を、お母さん方が友達になる機会を作っていきたいと

思っています。 

「はこぶね」は県のフォスタリングの機関委託をされ

ております。15 年間里親養成をしてきました。ですから、

この 15 年間の里親登録した方は全員顔見知りです。県

内の里親は全部知っているという、そんな強みもありま

す。児相と一緒に登録前の面接をやったり、選考協議に

参加したりしております。施設と里親が連携を深めるこ

とが本当にもとめられます。お互いに知らなさすぎる。
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施設職員も里親さんを知らないし、里親さんも施設の職

員のことをあまり知らない。そんな現状ですから、レス

パイトでどんどん協力しながら連携を深めていきたいな

と思っております。 

先程から言っている市町のショート里親も、同じ場所

にずっといれて生活できる安心感があります。民間魂と

書きました。民間の強みです。笑い話ですけれども、里

親さんの中には、あなたが来たから犬の散歩の時間が減

ったよ、って平気で言ったり、熱心な里親さんが待ちき

れずにサルを飼って、サルを飼ったら、一切覗かなくな

ったという笑い話もあります。 

終わりますけれども、生の声です。いっぱいあります。

里親さんからの意識調査の中で、こんなことをやってほ

しい、勉強会をやってほしい。最後に僕は、おんぶに抱

っこの時代はもう終わったんだと思います。独り歩きし

てほしい里親さんも、そんな願いです。誰かに何かやっ

てもらうじゃなしに、自主的に、主体的に里親さんが頑

張ってほしい、専門職の意識を持ってほしいという、そ

んな思いです。児家センから里親支援センターへの成長

というか、独立を考えております。私たちは仕事上の付

き合いで終わりたくない。パーマネンシーという話があ

りましたけれども、生涯子どもと付き合っていきたい、

親子に付き合っていきたいという思いでおります。将来

はファミリーホームを考えながら、9 つのホームを 3 つ、

4 つファミリーホームに切り替えていってもいいかなと。

そしてファミリーホームのチェーン店を作りたいなと、

そんな思いでおります。終わります。ありがとうござい

ました。 
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シンポジスト 

 牧戸 貞 

（桑名市子ども総合センター センター長） 

 

 

 

ありがとうございます。三重県から来ました桑名市役

所子ども総合センターの牧戸と申します。よろしくお願

いいたします。私からは基礎自治体の取り組みと、私自

身 4 年前までは三重県の職員をしておりまして、児童相

談所や県庁で障害福祉行政をしていましたので、都道府

県と市区町村の連携の課題なども発言したいと思います。

よろしくお願いいたします。 

まず桑名市の紹介ですが、三重県の一番北の端にあっ

て、名古屋市に近いので名古屋市のベットタウンとして

栄えているところであります。人口としては 14 万人ぐ

らいで、児童人口が 2 万人ぐらいの規模でありまして、

児童数はだんだん減ってきているところです。われわれ

の子ども総合センターですが、現在は子ども家庭総合支

援拠点として令和 3 年から活動していまして、来月から

こども家庭センターになる予定です。令和３年から母子

保健と児童福祉を同じフロアに横並びに配置しておりま

して、そこに発達の係りも含めて、３つのセクションが

一体的に桑名の子どもたちを支援しています。私がセン

ター長と統括支援員を兼務していて、３つのセクション

をマネージメントしています。また来年度からこども家

庭センターになるにあたって、まだ市議会に予算を上程

中ではありますが、児童福祉の担当係に、民間の児童養

護施設の専門家の方に来ていただいて、要保護児童の支

援を一緒に行うとか、また民間の児童発達支援センター

の職員さんに来ていただいて発達に課題のあるこどもの

支援を一緒に行うなど、民間との協働をさらに進めてい

きたいと考えているところでございます。 

児相との関係ですが、うちは北勢児童相談所というと

ころが管轄でありまして、そことの関係を紹介します。

それぞれ市と児相でランク付けをして支援をしています

が、桑名市のスタンスとしては、児相が支援しているこ

どもについても市が必ず状況を把握して、例えば一時保

護だったり措置をされているこどもでも、いつ桑名市に

戻ってきてもらってもすぐ支援できるような体制をとっ

ております。またかつて桑名市と北勢児相とで２年間人

事交流を行っていて、その辺りも効果があったかなと思

っております。 

こどもたちを支援するにあたって心がけていることな

んですが、子どもたちから見たらこんなこども家庭セン

ターは嫌だということで、こういうセンターにはならな

いよう心がけているところです。まず、すぐに連れ去り

たがる。例えば子どもが弟とケンカして、おでこにケガ

をして学校の先生に、「弟とケンカしておでこケガした

んや」、と言ったら、何か知らないけど児相の人と市の

人が来て、僕の話をしっかり聞かず連れ去られてしまっ

たとか、またそのときに市の職員に、「なんでこんなこ

とするん？」って言ったら、それは児相の人が言ってる

んだからしょうがないやろ、みたいな話で、「市役所の

意見はないんか？」みたいな話があって、「児相の手下

みたいだ」とか、またお父さん、お母さんも助けてほし

いんだけど全然それはしてくれない、実は市役所はお父

さん、お母さんまで助ける手段を何も持っていないとか、

こういったセンターにはならないぞと心がけているとこ

ろであります。（笑） 
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ひと昔前、私が児相にいた頃の社会的養護であるとか

社会的養育は、施設や里親さんの代替養育を活用して分

離をするか、もしくは在宅で、ただ見守るかの二者択一

だったと思います。それで、今、取り組もうとしている

のは、その中間的な、新たな社会的養育をしっかり市の

ほうでやろうと取り組んでいます。施設に入るでもなし、

また家庭のほうで見守りといってほったらかしにするの

でもなし。その中間的な支援をしっかりやろうというこ

とで、里親のショートステイとか、保育とか、いろんな

資源を充実させていこう、そのことでお父さん、お母さ

ん、こどもも支援し、住み慣れた地域で虐待を受けずに

生活できるようにと取り組んでいるところであります。 

例えば里親のショートステイはかなり力を入れていま

して、先程福岡市さんもありましたように、うちも要保

護や要支援世帯の方は利用料を無料にしました。そうい

うところでかなり里親のショートステイが増えていまし

て、のちほどグラフで示しますが、ショートステイ実施

数も増えているのですが、うち６割ぐらいは里親さんで

預かってもらっています。さらに最近、施設さんはどう

しても感染症が流行ったりとか、職員さんがいないので

ショートステイがなかなか受けてもらえないこともあっ

たりするんですが、例えばそういう場合でも里親さんで

あれば、こども本人が感染症陰性であれば預かっていた

だけたり、里親さんのほうで受けていただいていまして、

かなりタッグを組んでやらせていただいています。 

この辺りの土台の取り組みとして、平成 26 年に「く

わな里親支援ネットワーク」というのを作りました。こ

れは何かというと、市役所と里親会さん、またはフォス

タリング機関さん、当時はフォスタリング機関はなかっ

たですが、児童養護施設さん、また子育て支援 NPO 団

体さんとネットワークを作って、市も入ったネットワー

クで里親の開拓をしたりとか、里親さんの支援をしたり

とか、そういうのを行ったところであります。そういう

ところから年 1 回、市内の里親さんの交流会も主催して

いるので、市と里親さんが、顔の見える関係ができてい

るというのが里親ショートが円滑に進んだ一因であると

思っています。 

具体的な取り組みとして行ったのは、例えば、市町村

って結構自治会とか子育てサークルとか、住民に近いの

で、そういう方々とのコネクションがあります。それを

活かして自治会のほうに出向かせていただいて、フォス

タリング機関さんと一緒に行って、できたらこういうの

をやってくれないか？みたいな話をしたりとか、里親さ

んというとイメージとして、こどもを赤ちゃんから大人

になるまで面倒見なきゃいけないというイメージもあっ

て、それはそれでありがたいんですが、それだけじゃな

くて、1 日預かっていただくショートステイだけでもあ

りがたいんですよ、みたいな話をすると、じゃあなるわ、

と言ってくれる方もいらっしゃったりします。それ以外

にも、市町村は、なかなか里親さんの情報が入らないと

いうことがあるんですが、今は里親さんしたいという方

がいれば、必ず市がその方に了解を得て、児相と一緒に

面談に入って、そのときから関係を作るようにしており

ます。また他市町村さんから桑名市の里親さんに委託を

された方につきましても、桑名市のいろいろなサービス、

赤ちゃん訪問であるとか 1 歳半健診とか、そういうのを

使ってもらうので、桑名市のほうでそういった里子さん

の支援もしているところです。 

次に、こどもの居場所づくりにも力を入れていまして、

市内を 6 地域に分けて、子どもが 1 人で自転車に乗って

行けるようなところに作ろうということで 6 地域に分け

て整理を進めています。既に 3 地域はできているんです

が、これも予算上程中ですが、来年度３か所整備し、市

内６か所に設置する予定としています。ただ、これは作

ってみて分かったんですが、よく考えたら小学校の校則

で、校区外に行ったらあかんというルールがあって、そ

れだったら、1 人で行けるんだったら小学校区に 1 つず

つ作らないといけないのかなということが分かったんで

すが、ただまだ財政的にすぐにはできないところがあっ

て、これからそこも検討していかないといけないと思っ

ています。 

産後ケアも力を入れていまして、アウトリーチ型、通

所型に加え、宿泊型も、今年度からでありますが、始め

ました。こちらも要保護や要支援世帯につきましては無

料のクーポンを発行いたしまして、無料でお使いいただ

くように進めているところであります。そういったとこ

ろから、先ほどのショートステイと併せ、産後ケアはか

なり実績が増えていまして、まずショートステイのほう
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ですが、里親登録数も、平成 30 年の 23 世帯から、令和

4 年に 36 世帯と爆上がりしています。利用日数もかな

り増えています。また里親さんのショートステイは令和

3 年から始めたんですが、見ていただくと分かるように

大体 6 割ぐらいは里親さんのほうで預かってもらってい

ます。産後ケアも無料のクーポンを発行したりとか、で

きるだけ利用を希望される方は利用して頂こうという方

針もあって、利用が増えているところであります。 

それ以外も新たな社会的養育で、うちのケースワーカ

ーさんたちもアイデアを出してくれたりすることもある

ので、いろいろなことを組み合わせてやっています。例

えば、毎週末里親さんのところでのショートステイ。平

日はご家庭で過ごしていただいて、週末になると学校が

無く、家に子どもたちがいるもので、イライラして叩い

ちゃうというお母さんもいらっしゃったりするので、じ

ゃあ週末だけ預かろうか、といって里親さんに預かって

もらったり、また出産後、母子生活支援施設さんともか

なりコラボしていまして、母子でのショートステイをし

たあと、産後ケアを利用してもらったりとか。妊娠中か

ら県の女性相談所さんとコラボして、女性相談所さんの

権限で、母子生活支援施設に一時保護できるので、妊娠

中から支援をして、そのあと出産したらうちのほうが母

子生活支援施設に措置するということもしたりしていま

す。 

それ以外にも、さっきの居場所についてはアウトリー

チ支援、こども家庭庁さんの支援対象見守り強化事業と

いうのを活用させてもらって、子ども食堂さんとうちと

で一緒にアウトリーチして支援し、その子ども食堂さん

がリアルな居場所のほうに誘導してもらって、リアルな

居場所に通えて、そこでかなり表情が明るくなったとい

う事例もあります。 

また最後に、家出少年少女って多分どこの市町村でも

いらっしゃると思うんですが、桑名市でも地方ですけど

やっぱりいて、これまでだったら警察が保護すると児相

のほうに身柄付き通告といって、児相の一時保護所のほ

うにお連れすることが多かったと思うんですが、最近警

察とも関係ができていて、うちに相談してくるようにな

って、それで例えば一時保護所は絶対行きたくない、な

んでや？って言うと、スマホ使えないから、みたいな話

で、じゃあ里親さんのところなら行くか？と話をしたら、

じゃあ行ってもいい、と言ったので、それで里親さんの

ほうにお願いしたら、いいよと言ってくれたので、やっ

てみたら上手くいったという事例もあります。里親さん

のお家であれば、スマホも使い放題ですし、なんなら

Wi-Fi も飛んでいるのでパケも全然大丈夫ということも

あって、結構子どもたちに喜んでもらっているところに

なります。そのあと、うちのほうが保護者と調整して一

定期間クールダウンしてお家に帰るとか、また場合によ

ってはそのまま自立援助ホームのほうに、児相さんのお

世話になって行くとか、そういうことをしたりしていま

す。 

ただ、これではまだ十分じゃないと思っていまして、

いろいろうちのワーカーさんや保健師さんが意見を言っ

てくれるんですが、例えば子どもらってゲームが大好き

なので、ゲームを使ってのメタバースの居場所とかでき

ないかとか、あとは保育所や学校への送迎が、保育所に

本当は行ってほしいけど、車持ってないので行けないと

いう親御さんも多いので、送迎支援みたいなのができな

いかとか、あと児童精神科医の先生とコラボして、精神

的不調のある子どもさんの居場所とか、また精神科医療

機関によるアウトリーチの支援とか、そういうのができ

ないかなと思ったりしています。 

最後に、県とか児童相談所に望むところということで

すが、2 つあります。まず 1 つが、こども家庭センター

というのは、前の藤井さんとか村木さんのお話でもあり

ましたように、市町村の格差ってやっぱりあります。な

のでその辺りの標準化を、都道府県が核となって、都道

府県内の市町村の標準化やスキルアップをぜひリードし

てほしいなと思います。 

2 点目は、児童相談所が市町村の資源を知らないこと

が多々あります。この間も児相の人と話していて、桑名

市にこんな資源があったの知らんかったわ、みたいなこ

とを言う方も、それはしょうがないところもあるんです

が、資源を知ろうとしないまま、丸投げをされることが

時々あります。ここまでうちがやったから、そのあとは

市のほうでよろしくね、ということがあったりするんで

すが、そこは支援の切れ目を作っちゃいけないので、や

はりアセスメントを一緒に、児相と市町村とでしっかり
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やって、一時保護解除したあとはどういったサービスを

したらいいのか。また措置をしたけど、措置解除後には

どういったサービスをしたらいいのか。その辺りを一緒

に話し合う機会が要るかなと思っているのと、それはわ

れわれ市町村のほうも児相のことを知らなくちゃいけな

いし、児相側もそれぞれの市町村にどういうサービスが

あるのかとか、そういうところも知っていただいた上で、

アセスメントを共有したいなと思っているところであり

ます。 

最後に、実は私は障害者支援の行政をしていた経験か

ら、さっきの標準化の話なんですが、1 つの提案として、

精神障害者の福祉のほうでは、厚労省さんのほうで「に

も包括」と言っていますが、精神障害にも対応した地域

包括ケアシステムというのを作られています。その中で、

高齢者主体の従来の地域包括もそうなんですが、地域診

断とか地域評価というのをする仕組みになっています。

それは何かというと、それぞれの市町村でどんな資源が

あって、どんな資源が足りないかというのをそれぞれで

評価しているんですね。例えば「にも包括」でいうと、

協議の場を各市町村が作って、そこに市町村と民間の法

人さんとか、精神科病院さんとか、そういうのが一緒に

入って、そこの地域で何が足りていて何が足りないかの

アセスメントをしたりしています。これは児童福祉にも

使えるんじゃないかという思いがあって、例えば「にも

包括」の中で、こういったアセスメントシートみたいな

ものがあるんですが、そのアセスメントシートを元に、

これはあるが、これが無いとか、例えば精神のほうでい

うとアウトリーチ支援があるかないかとか、そういうの

をいろいろ評価したりしているんですね。それで足りな

いところをみんなで増やしていこう、みたいな仕組みが

ありまして、まさにこれも、例えば子どものほうで地域

づくりというのが重要だと思うので、地域づくりの観点

から、こういった手法も取り入れたらどうかなというふ

うに提案させていただければと思います。お時間になり

ましたので以上です。どうもありがとうございました。 
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助言者 

 小松 秀夫 

（こども家庭庁支援局 家庭福祉課長） 

 

 

 

 

こども家庭庁支援局家庭福祉課長の小松でございます。

今、柏女先生からご紹介いただきましたとおり、私から

午前中のシンポジストの方々のお話を伺った感想を簡単

に述べさせていただきます。まず最初に基調講演で上鹿

渡先生からご説明いただきました、次期都道府県社会的

養育推進計画、全体的に予定を遅れてまだ発出ができて

いない状況ではございますけれども、重要なところ、ア

ウトラインについては今日上鹿渡先生からご説明いただ

いた内容でございます。この社会的養育推進計画で、今

回の見直し後の推進計画の中で一番重要なキーワードと

いうのは、これも上鹿渡先生からも再三お話ありました

けれども、パーマネンシーの保障になります。これは現

行の推進計画の中でも触れられている部分ではあるんで

すけれども、その言葉が示すものがどういうものか、そ

れを実現するためにはどういった取り組みが必要かとい

うことを、かなり丁寧に今回の推進計画策定要領の中に

は書かせていただいています。この場にお集まりの方々

はもう十分お分かりだと思いますけれども、子どもたち

のパーマネンシーを保障する上で、特に社会的養護の世

界でパーマネンシーを保障するときには、児童相談所の

ケースワークが最も重要な 1 つの関わりになるわけです。

今日はシンポジストの先生方からいろいろお話がありま

したけれども、一方で児童相談所のケースワークと言い

ましても、児童相談所だけでやればいいということでは

決してなくて、子どものパーマネンシーを保障する上で

は、例えば児童相談所と市町村の協働でありますとか、

また麦の子の話の中で、北川先生からありましたように、

地域で子どもたちに寄り添って育てていく、そのニーズ

が集まっていつの間にか支援の体制ができていくという、

こういったことを踏まえれば、やはり地域の力、地域の

協力というのが非常に重要になってきます。児童相談所

のケースワークを支える上でも、子どもたちのパーマネ

ンシーを保障する上でも、地域や社会全体のしっかりし

た連携、協働というのが重要だと思っております。今回

の社会的養育推進計画の策定要領も、実際の文章は役所

の文章なのでかなり堅い文章にはなりますけれども、そ

ういった思いを行間に詰め込みながら、今、鋭意作業を

進めているところでございますので、またでき次第発出

したいと思っております。以上でございます。 
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助言者 

 藤井 康弘 

（代表幹事／ 

元厚生労働省障害保健福祉部長） 

 

 

代表幹事の藤井です。養育里親の立場と、かつて行政

にいた立場と双方から、いくつか皆さんのプレゼンを聞

いての論点出しと言いますか、そんな気持ちでお話をさ

せていただきたいと思います。 

まずパーマネンシーについて 2 つありまして、1 つは、

私自身もぜひこうした方向を全国的に進めていただきた

いと思うんですけれども、これは里親としての経験に鑑

みるに、実際の現実の児童相談所の現場は、まだまだ皆

さん虐待対応で手いっぱいで、保護したあとのケースマ

ネージメントまで手が届かないところが多いです。そう

いうところにいきなりこれを言っても、現実問題として

なかなか対応が難しいですし、言い方はあれかもしれま

せんけれども、霞が関から号令をかけただけで世の中は

動くわけではありませんので、こども家庭庁が、例えば

全国の児相の核になるような職員に泊まり込みで集中的

に研修するとか、普及の具体先を考える必要があるので

はないかというのが 1 点です。 

それから 2 つ目は、国の政策がこの方向だとして私も

全く異論はないんですけれども、自治体や児童相談所が、

杓子定規な判断にならないようにしていただきたいです。

これも先程の研修の話と裏表ではあるんですけれども、

例えばここ数年自治体が里親委託率の数値目標を掲げて

から、さっきの黒田さんのプレゼンにもありましたよう

に、もしかしたら数字を上げるために無理な委託が進ん

でいるんじゃないかという懸念もあるわけです。今回の

パーマネンシーで保護した子どもの家庭復帰、特に虐待

していた家庭の家庭復帰とか、あるいは特別養子という

のは、里親委託に比べてもさらに難しいテーマなんです

よね。わが家の経験でいくと、親子再統合とよく言いま

すけれども、再統合に乗ってくれるような、特に虐待系

で乗ってくれるような実親家庭って、わが家の経験で言

えばほぼ皆無だと思います。それから福岡市で家庭復帰

した子どもたちがその後、復帰した家庭でパーマネンシ

ーを得ているか？これはもしフォローの結果があれば教

えてほしいとも思うんですけれども、いずれにしても家

庭復帰とか特別養子とかは難しい課題ではあるので、私

は上手くいかなくて、しかるべき時期に長期の里親委託

などに、ほかの方針に切り替えていかなきゃいけないケ

ースってかなりあると思うんです。 

だから理念としての優先順位はこのとおりなんですけ

れども、実際のケースワークでは、その時点で活用でき

る社会資源、例えばしかるべき在宅支援があるのかとか、

あるいは養親候補がいるのかとか、そこはまだまだ限ら

れているわけですから、その時点でどうすることがその

子どもの最善の利益になるのか。まさにケースバイケー

スで判断して、適切に目標を切り替えていかなきゃいけ

ないと思うんですね。そのタイミングってなかなか難し

いと思うんですけれども、しかし例えば家庭復帰が最優

先だから何が何でも家庭に戻すんだといって、杓子定規

な判断に児相がこだわったり固執したりすると、結局ず

るずると乳児院で長期措置みたいな、そんなことにもな

りかねません。それでは当然子どもの最善の利益は確保

できないわけですね。要は、パーマネンシーが強調され

ればされるほど、児童相談所は今まで以上に自分たちの

ケースワーク力が問われるんだということです。これは

しっかり伝えていただきたいなと思います。 
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それからあと、それぞれについて若干申し上げると、

まず福岡市は話を聞く度にいつも思うんですけれども、

なぜ福岡市だけここまでできるのかと。ほかの自治体と

何が違うのかなと。児童福祉司さんたちが相当に鍛えら

れているんだろうなと思ったりするんですけれども、今

日のお話を聞いていても、保護した子どもをこれだけ家

庭に帰せるということも含めて、福井さんに他の自治体

との比較を聞いてもなかなか答えにくいとは思うんです

けれども、何かもしコメントがあれば、あるいはもしか

してこども家庭庁でそこら辺の整理があればお聞きして

みたいなと思いました。 

それから黒田さんの、児相とか実親が了解しても委託

につながらないケースというのは、これは課題のある子

どもたちを委託できる里親が現実には少ないとか、そう

いう私たち里親側の課題も大きいんじゃないかと思って

いて、この辺りの里親側の課題につきましては、このシ

ンポのあとの第 4 分科会で一度できる限り本音で議論し

たいと思っていますので、そちらに譲りたいと思います。 

それから、長縄さんの継続から信頼というようなお話

は、一里親として全く共感しますし、フォスタリングも、

こんな支援があったらありがたいと思うんですけれども、

ただ今の里親が専門職足り得るかというと、これはなか

なか難しい。正直言えば私自身も含め、自分が専門職だ

とは思ったことはないですし、私は今の養育里親は立ち

位置としては、障害児を一生懸命養育されている一般家

庭の親御さんたちと同じ立場だと思っています。障害児

を養護するにあたって、専門的な諸々の支援というのは

外部から受けているわけですよね。私たちもまさにそう

いう立ち位置なんだと思っているんですけれども、ただ

それでいいのかという議論はもちろんありますので、こ

の辺りの議論に対する 1 つの提案として、第 4 分科会で

は里親もファミリーホームと同じように、いっそ職業化

してはどうかという議論もやってみようと思っています。 

最後に、牧戸さんのプレゼンで、市と児童相談所がこ

れだけ信頼関係構築して連携できるって本当素晴らしい

例だな、と思ってお聞きしていましたけども、牧戸さん

自身も含めて人事交流の成果というはあるのかもしれな

いなと思います。人事権の分かれている行政同士がちゃ

んと連携できるような関係を作ろうと思ったら、私も人

事交流が 1 つ有効な手段だと思いますし、さらに言えば、

民間の社会福祉法人とか NPO と、市町村と都道府県児

童相談所との人事交流も含めて、ぜひそれぞれの地域で

検討していただければありがたいなと思います。以上で

す。 
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ディスカッション 

 

 

 

 

 

 

柏女：ありがとうございました。お二人の助言者から具

体的なご質問事項も含めてお話をいただきました。今い

ただいたご質問なども含めて、ディスカッションの中で

随時取り上げていきたいと思います。5 人のシンポジス

トの方のご報告を伺って、時間があと 1 時間弱と限られ

ていますので、私のほうで独断と偏見で 3 つの論点を考

えさせていただきました。1 つは、今回の社会的養育推

進計画の策定要領の一番基本のキーワードはパーマネン

シー保障だということですので、このパーマネンシー保

障というものを、システムづくりや人材問題、その他ネ

ットワークづくり含め、どのようにしていったらいいの

かということを 1 つ考えてみたいと思います。 

2 つ目は、パーマネンシーを保障していくための最大の

目標は里親やファミリーホームなどの家庭養護支援に入

ってくるだろうと思います。その家庭養護支援をどのよ

うにしていったらいいのかということですね。例えば先

程来話が出ています里親の不調問題も、支援がちゃんと

あれば不調に至らずに続けられたかもしれない。そうし

たこともあるわけですので、この里親支援のあり方につ

いて、2 つ目として考えてみたいと思います。 

それから 3 つ目は、今回は児童養護施設と乳児院の施設

関係の方も 2 人お呼びしております。冒頭のところで私

は施設とそれから家庭養護は矛盾するものじゃなくて、

協働によって進めていく必要があるということを申し上

げていたと思うんですけれども、そのことについて、協

働の在り方について、家庭養護を進めていくために施設

との協働はどんな協働が考えらえるのかということ。こ

の 3 点についてご意見などをそれぞれのご発題者に伺い

ながら、進めていきたいと思います。 

最初に、パーマネンシーということですけれども、先程

藤井さんのご助言にもありましたけれども、福岡市さん

が、委託率で言えばダントツ 1 位というかたちになって

います。どのようにしたらこのような実施体制を作り上

げることができるのか、まずは福井さんに伺いたいと思

います。そのポイントについて、よく頑張っているよね、

私たちとは違うよね、さようなら、というふうにならな

いように、藤井さんも普及させるという言葉をお使いに

なりましたけれども、そのポイントについて、このよう

な体制を作っていく歴史があるわけですけれども、何が

ポイントになるのか、その辺をまず福井さんにお伺いし

た上で、続いて、この論点については全員の方にお伺い

できればと思います。それぞれのシンポジストから福岡

市の実践に対するそれぞれのお立場から簡単にコメント

を頂戴できれば、ご意見を頂戴できればと思っておりま

す。まず福井さんにお伺いしたいんですけれども、いか

がでしょうか？ 

 

福井：私は今日の発表の後半で、児相のケースマネージ

メントの話はできなかったですけれども、資料をお持ち

の方はスライド 19 から 22 にかけてご覧ください。親子

分離後の家庭復帰や親族養育に向けたケースマネージメ

ントの体制として、児相の専任の係を作ったということ

がポイントになります。ではその係をどうして作れたか

ということですけれども、今日お示しした最初のグラフ
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で、実際に施設入所の子どもたち、あるいは里親委託児

童がどのぐらいの期間入所していて、親との交流がある

のかないのかを確認していった、ということですね。そ

れを児相内で様々な児童福祉司や上司にあたる課長、所

長と共有していくと、やっぱりみんな思っていること、

感覚的には分かっていた課題が見える化されたというか、

明らかになったということで、これは何かしなきゃいけ

ないという空気はできてきたかなと思います。 

お話にもありましたけれども、虐待対応とか非行の身柄

付き通告は地区の児童福祉司の担当者がどんどん受けま

すので、措置している子について何か動かなきゃいけな

い、親にアプローチしなきゃいけないと思っていてもそ

の時間が取れないという状況がみんなあったということ

がわかり、会議を持って、見える化されたこの課題どう

しますか？という話し合いをしました。そうすると、そ

れを専任で、ちゃんと施設に通ったり家族の下に訪問し

てアプローチしたりできる、あるいは親族を探して親族

のところまで行って親族里親の活用も含めて相談できる

ような児童福祉司や係が必要だという話に自然となって

いきました。実際に活動を始めていくと、措置されてい

る子どもと家族のために定期的な会議を持ちましょうと

か、定期的に支援計画を見直しましょうといって児童福

祉司全体の業務が増えることへの異論もありましたが、

そのことで子どもと家族の交流が再開したとか、親族が

見つかって交流が始まったとか、専任係の活動状況を所

内の職員へ積極的にフィードバックしていきました。 

ただもう少し言わせていただくと、それだけでは組織や

サービスといった支援体制はもちろん作れなくて、本日

お伝えした増員の要求や、分離予防のためのいろいろな

予算を伴うサービスの拡充など、組織部門や財政部門へ

の説明が必要になってきます。そのときも、データによ

る理屈が一番ではあるんですけれども、もう一方で具体

性とか納得感みたいなものが必要で、割とそこは事例の

積み重ねというか、こういうサービスがあったら予防で

きる家族がいます、家庭復帰できる子がいますという対

象イメージとか、それを担える人や既に始めている人が

市内で活動していますという民間の活動とかを具体的に

提示をして、組織や予算が付けば必ずこういう支援やサ

ービスを家族に届けられて、こういった変化が起こると

いうイメージを伝えていき、行政計画にも書き込んでい

くというような、行政内部の話ではあるんですけれども、

そういうところが大事だったかなと思います。 

 

柏女：ありがとうございます。パーマネンシーを保障す

るために様々な分野というか段階がありますけれども、

そこの一つ一つにエビデンスを用意して、それを提示し

ていくことで組織要求もしたり、納得いくようなかたち

で広げていったということだと理解したんですけれども、

そういうことでよろしいでしょうか？ 

 

福井：そうですね。それをしていくためには、行政の担

当者が広くその地域のニーズや資源の状況を知っておか

なければいけないです。市町村や児相の体制上の課題は

もちろん、どんな状況の子どもや家族がどんなサービス

を求めていて、支援の担い手にはどんな人がいそうか、

誰が支援をしようとしているか、あるいはもう既に支援

をやっているか。そんなことにアンテナを張って民間の

方と活発に議論して、行政側からもこういう課題がある

んですよというものも提示して、提案もいただくみたい

な、そういうやり取りが多かったかなと思います。 

 

柏女：それと同時に、組織要求もしていったということ

は人員も増やしていったということ、中学校区に 1 つソ

ーシャルワーカーということも書いてありましたけれど

も、それもないとなかなか難しいかなと思ったんですが。 

 

福井：そうですね。児相は国のプランで人員のポストを

伸ばしていけていましたけども、予防のためには区役所、

全国的にいうと市町村機能の人員を増やしていかなけれ

ばいけないので、そこは現場で今どこまでの支援ができ

ていて、どこからができていないか。具体的に言うと、

何回ぐらい訪問できていて、とか、どういうサービスを

活用して、どういう面接ができて、支援ができているか。

でもこういう家庭はまだ支援が届けられていないという

のを、ちゃんと現場から調査、収集して、組織や財政の

部門、施策の決定権をもつ人たちにも分かるような状態

にしていく、という感じかなと思います。 
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柏女：分かりました。今日は児童福祉施設の方も 2 人シ

ンポジストでいらっしゃいますので、そこも伺いたいん

ですけれども、里親とファミリーホーム等の委託率が高

まっていくということは、逆に言えば措置する子どもた

ちが減ってくるということにもつながるのではないかと

思うんですけれども、その辺のところはどうだったんで

しょうか？施設の認可は福岡市ですよね？ 

 

福井：そうですね。政令市は予防も代替養育も一体化し

てやっていますので、資料でいうとスライド 22 にある

ように、福岡市の場合は施設入所児童数が減っていって、

代替養育全体の子ども数がぐっと減っていった図があり

ます。この変化は、さきほどのケースマネージメントの

強化によって起きていったものですが、入所児童が減っ

た施設が予防のための多機能化に向けて取り組めるよう、

市から施設に対し、子どもや家族の支援にとって必要な

サービス、その構築に活用できる国の補助事業や措置費

などを情報提供しながら、施設と話し合っていきました。

また、先程藤井さんがおっしゃった、家庭復帰の後どう

なのかというところは、家庭復帰後に再び一時保護又は

措置した率をその後も追っており、係設置前の 3 年間と

後の 3 年間を比較すると、その率が減ったという状況が

ありました。なんでかなと考えると、丁寧に在宅支援に

つなぐというか、片手間ではなくて専任の係が家庭復帰

の計画ができた段階で市町村の職員、福岡市でいう区の

職員に入ってもらって一緒に考えて、どんなサービスが

必要かも計画していく。計画的な支援を整えた上で家庭

復帰するということがやれたのが大きかったと思います。

家庭復帰前に家族と区の職員が知り合い、家に帰ったら、

あなたはこの人に相談したらいいんだよ、ということを

家族にも子どもにも伝えるということが、専任の係がで

きたことで丁寧にできるようになったところですね。 

 

柏女：ありがとうございます。一つ一つ点でつないでい

くのではなくて、そこを線でつないでいく、面としてや

っていって、それぞれの、例えば家族再統合なら家族再

統合のための具体的な手順などもマニュアル化して定め

てやっていくということなわけですね。ありがとうござ

います。このようなかたちでやれば、財政の問題などあ

りますけれども、進めていけるんだということでのご報

告だったと思いますけれども、それについて 4 人のシン

ポジストの方に簡単にご意見を頂戴できればと思います。

まず最初、北川さんいかがでしょう？ 

 

 

 

北川：パーマネンシーのことに関しては、実際はいろい

ろな視点があると思います。例えば、知的障害のママの

お子さんがいて、お母さんのところに全然行かないとい

うことがあったんですけれども、あるときにほかの子か

ら、「お前のお母さん変だ」とバカにされたときに、泣

きながら「うちのママの悪口言うな」ってその子が言っ

たんですね。その時、「お母さんのところに行かないけ

ど心の中では非常に大事に思っている」と気がつきまし

た。それからお母さんのお誕生日とか母の日とか、プレ

ゼントを持っていったり、もうすぐ学校を卒業するんで

すけれども、卒業式には来てもらったり、家庭復帰はで

きない場合でも心の絆というのを実親と紡いでいかない

といけないなと思いました。もちろん里親さんはずっと

二十歳まで育てたとしても、実親との絆は大事にしてい

かないといけないなと思った例です。 

あと 1 つの例としては、外泊したときにお母さんが怒っ

てしまい、「もう親やめる」と言ったときに、帰ってき

たときの子どもの顔がすごく状態が悪い顔で、どうした

のかなと思って、お母さんの話を聞いて、子どもの話も

聞いて、でもお母さんは本当は好きなんだよ、というよ

うな、いろいろなアプローチをして、最終的には「大好

きだよ」ってお母さんが言ってくれて、お母さんと子ど

もが抱き合ったんです。やっぱり里親会でも実親さんへ

の支援って足りないんじゃないかという声を聞きます。
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再統合するにあたっても、実親さんを何も支援しないの

に、帰るとか帰らないとか、そういうことになっていて、

実親さんを悪者にしないで、実親さんも含めて支えてい

くという観点に立ちながら支えていく仕組みがもっと必

要なんじゃないか、ということがよく話し合われていま

す。私からは以上です。 

 

柏女：ありがとうございます。続いて黒田さん、いかが

でしょう？ 

 

黒田：先程の福井さんのお話を聞いていて、この数年間

東京都の特別区が次々と児童相談所を開設されています

が、私は施設側の対策委員長だったもので、各区との懇

談をずっと重ねてきました。区に児童相談所ができると、

区の子ども家庭支援センターと連携が密ですから、一時

保護が増えても一時保護中に在宅支援のプログラムを準

備して家庭引き取りになるケースが増えている感じです。 

考えてみれば当たり前なのですが、施設に措置入所させ

る前に、発見した時点で必要なプログラムを提供してい

く。それで地域で生活できるようにしていく取り組みが

進んでいるのは全体的な傾向です。個別の区で見ていく

と、体制にかなり違いがあって、区間での格差も目には

つきます。先程言ったように、人を配置しないで理念だ

け振りかざしても実態は進みません。そういう意味では、

在宅支援のプログラムを用意して、それをマネージメン

トしていくというか、そういう人たちがきちんと配置さ

れている区では確かにそういうのが起きています。それ

は入所したあとの引き取り、地域へ戻す場合の検討の場

も丁寧に持てるかどうかでかなりの違いが出ているとい

う印象もありますので、自治体間での取り組みの違いが

大きくなっているという印象です。 

もっとはっきり言うと、これで負けると子育てしやすい

町に現役世代がみんな行って、残るのは社会保障費ばか

り掛かる年寄りの町になるので、負けるわけにいかない

と言っていたある自治体の方がいたのですが、そういう

感じで一生懸命力を入れてやっている自治体と、そうで

ない自治体が歴然と差がついてきているなという感じは

持っています。以上です。 

 

柏女：ありがとうございます。それでは長縄さん、いか

がでしょう？ 

 

長縄：福井さんに 1 つだけお尋ねしたいんですけれども、

私たちも母子ショート、ショートステイを充実していこ

うとしています。市町の事業なんですけれども、市は予

算がないから母子ショートはなかなか深まらない現状な

んですけれども、例えば子どもが児相へ来たとき、市役

所へ来たときの SOS の受け皿というか、それは福岡市と

しては現状どんな具合なんでしょうか？在宅のいろいろ

な子どもたちが SOS で来て、一時保護お願いしますと飛

び込んだときの市の対応は、現状としてあるんですか？ 

 

福井：子どもが直接相談に来るということももちろんあ

ります。区や児相に直接来る子もいたり、電話してくる

子もいますし、最近福岡で始めているのは、小中学生だ

とタブレット端末を全員に配っているので、その中に

SNS 相談のアプリを作って、そこからの相談は今かなり

増えてきていて、それを児相の相談窓口のところで内容

を見て、懸念があれば折り返して、その場での相談で済

む事例と、区から訪問したほうがいいよねという事例で

割り振ってアプローチしている感じです。 

 

長縄：玄関先に立っていたときはどうしますか？ 

 

福井：家に帰らないということであれば保護するという

ことになります。保護した上で理由を確認していったり、

保護者に連絡したり、ということになるかなと思います。

もちろん理由をその子が語るかにもよるので、まずその

子に、どうしてここに来たのかという話をします。 

 

長縄：そういうケースは過去にもあるんですか？ 

 

福井：あります。夜中に児相に来て、一時保護所と児相

職員が連絡をとりあって子どもを受け入れたパターンも

あります。 

 

長縄：これからも増えるかな？意見表明ということで飛

び込んでいって、ということも増える可能性はあります
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よね。 

 

福井：そうですね。福岡市もアドボカシーの事業とかも

含めて、子どもに、あなたにいろいろ相談できる権利、

言う権利があるよ、とか、相談窓口にこういうのがあり

ますよ、と周知を進めているので、それで自分で言って

みようという子が増える可能性はあるかなと思います。 

 

 

 

柏女：ありがとうございます。それでは牧戸さん、いか

がでしょう？先程の福岡市の場合は、在宅も広げていく、

それで児相のケースマネージメントも強化していく。そ

れは同じ自治体で、市でやっているわけですが、牧戸さ

んの場合は、今度は児相のケースマネージメント体制を

強化するとすれば県の職員になるわけで、また市町村の

在宅を増やそうとすれば市の職員ということになるわけ

ですけど、ここら辺どうやって乗り越えてきたんです

か？ 

 

牧戸：私ども、実は 2 年前に福井さんと別のシンポジウ

ムで一緒にさせてもらって、そこでパーマネンシー保障

の話を聞いて、目から鱗でした。それまで私もパーマネ

ンシー保障はあまり分かってなくて、そこから追い越せ

ていないですけど、福岡市さんをモデルにいろいろ整備

してきたところです。その中で、児相との連携のところ

で、私は、にわかパーマネンシーなのであまり分かって

ないんですが、パーマネンシー保障の中で情緒的なパー

マネンシー保障ってすごく大事かなと思っていまして、

例えば児相が措置をして施設に入った、または里親さん

に委託したというとき、先程の藤井さんの話じゃないけ

ど、必ずしもみんながみんな家庭復帰できる子ばかりじ

ゃないと思うんです。でもその情緒的パーマネンシー保

障の観点からいくと、施設で分離していたとしても、例

えば実親さんと手紙のやり取りをするとか、また面会で

きるとか外泊できるとか、その程よい子どもさんと親御

さんの距離感というのがあるように思うんです。地域で

は、毎週末里親ショートステイなどは親子の程よい距離

感を探ってやったりしているところなんですが、施設措

置していたとしても、実親さんとの交流を望んでいる子

も多いので、絶対親とは会いたくないという子もいるん

ですが、そういう子は別として、程よい距離感を見つけ

ながら、親御さんとの情緒的パーマネンシーを保障する

というのが大事かなと思うんです。 

そういう意味では、市町村と児相との役割分担もすごく

大事になってきていて、大抵のケースの場合、市町村の

ほうで支援をしていっても、ちょっといきすぎちゃって

児相が保護して、施設措置ということも往々にしてある

んです。そういう場合、市町村の得意なところって親御

さんとの関係ができていたり、特にお母さんとかだった

ら、例えば妊婦のときからいろいろな支援をしていたり

とか、赤ちゃん訪問とかでいろんな健診とかで関係を作

っていたりすることがあるので、市町村は親御さんとの

関係づくりがどちらかというと得意な分野なのだろうな

と思っています。なので、児相と上手く役割分担をする

必要があるかなと思っていまして、今までこども家庭セ

ンターで母子保健と児童福祉のほうで上手く役割分担し

て、ハードなところに家庭訪問するときは、僕ら保健師

さんを温存して児童福祉司だけで行ったりします。児相

と市町村とも一緒でありまして、例えば場合によっては、

将来的には市町村に支援がかなり要るなということであ

れば、児相だけで行ってもらったりすることもあります

し、市町村で児童福祉司だけ行って保健師さんを温存し

ているということがあるので、そういう役割分担を児相

と上手く話してやっていくことが、ちょうど程よい距離

感が作れてパーマネンシー保障ができるんじゃないかと

思ったりしております。 

 

柏女：ありがとうございます。私が感じたのは、福井さ

んの報告でおっしゃっていた、子どもが親族、家族から
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離れないで済むとか、あるいは子どもが家に帰れると思

ってなかった子が帰れるとか、希望が通るだとか、ある

いは実親も里親とつながれるんだという、当事者の思い

と、それから支援者も本当はそうしたいんだけれども、

なかなか人材不足でできないよね、能力不足でできない

よね、というところに果敢に挑戦していったというか、

それが当事者にも、それから支援者にも共感を呼んで、

一種の熱量みたいなものを生じて進んでいったのかな、

ということを強く感じました。 

これは小松さんにお聞きしたいんですけれども、こうい

う実践を、いわば行政で言うと横展開って、なかなかそ

れは上手くいかないわけですけれども、それをしていく

ためには、先程藤井さんのほうからも少し提案はありま

したけれども、どんなふうにしたらいいか、あるいはこ

ども家庭庁としてどんなふうにしていこうとしているか

をお聞きできればと思います。 

 

小松：福井さんの話を伺っていて、これは福井さんへの

質問じゃないのでお答えいただかなくていいんですけれ

ども、いわゆる行政がこういった新しい取り組みに積極

的に動くときに、福岡市さんはどうなのかなと考えてい

たのが、1 つは今回こういった取り組みをしていただい

たものがトップダウンで動き始めたのか、ボトムアップ

で動き始めたのかと。例えば、福祉保健の分野で、他職

種他機関連携って、誰もその試みを否定する人はいない

と思うんですけれども、なかなか上手くいかない。結局

これを成功させるためには、組織の幹部級の人間同士の

しっかりした連携が必要になってきて、なかなか下の部

分で動いても上手くいかないということもありますし、

また一方で、上だけがいくら掛け声をかけても、下が動

かないということもあると思っているんですけれども、

今回の福岡市さんの取り組みは、恐らく組織の上層部の

後押しなり掛け声もあったと思うんですけれども、実際

にこれが成功したのは、先程エビデンスを集めて、しっ

かりとそれを資料として、例えば事業の計画書に反映を

させたとか、「組織」を勝ち取っていくために定員の要

求をしていったということと合わせて考えると、かなり

現場の方々の意識というか、この取り組みをなんとして

もやり抜きたいという気持ちがかなり強かったのではな

いかなと受け止められました。 

今言っているようなことは、国としてそれを横展開とい

っても、これは実は非常に難しくて、単にポンチ絵を作

って配ればいいというものではなくて、むしろこういっ

た場に福井さんのような方に来ていただいて、臨場感を

持ってお話していただくこと、こういう場が最も効果的

ではないのかなという気がしました。牧戸さんからのお

話も、要はこういった場で、たまたま福井さんに会って、

非常に感銘を受けたということが刺激になったというお

答えを聞きましたので、まさに本当に生の声を聞く場面

というのを作っていくのも、非常に重要なんだろうなと

思いました。以上です。 

 

柏女：ありがとうございました。次の論点に移りたいと

思います。時間の関係もありますので、先程申し上げた

里親を支援するということと、それから施設と家庭養護

との協働の話を一緒にして、黒田さん、それから長縄さ

んも里親支援、家庭養護支援も行っていらっしゃいます

ので、2 つを一緒にして議論を進めていきたいと思いま

す。最初に、里親支援の在り方ということで、黒田さん

のほうから課題点、注意しなきゃいけない点について提

示をされましたけれども、措置変更の話ですとか、不調

の話とか、それについてのご意見がありました。長縄さ

んからも、施設や児童家庭支援センターの実践から、里

親さんに対する、もう少しこうあってほしいという話も

ありましたけれども、そのお二人の話を受けて、北川さ

んと、それから藤井さんにお伺いしたいと思います。北

川さん、里親としてファミリーホーム、家庭養護を推進

されていらっしゃる方として、こうした声をどんなふう

に受け止めていらっしゃるのかというのを伺えればと思

います。 

 

北川：長縄先生のおっしゃることも分かるし、そのとお

りだとは思うんですけれども、例えば、具体例ばかりで

悪いんですけど、ご飯を全然食べないし、ご飯を出した

ら全部食器投げるような子がいるとしたら、私たちは距

離があるので、どうしてこの子がこういう誤学習したの

か、心の持ちようはどういうのがあるんだろうとか、乳

児院まで振り返ってみてどうだったんだろうなど、分析
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していい方法も考えます。けれども、里親さんにしたら

毎日それをやられると、やっぱりもう嫌になってくるの

が当たり前です。じゃあその里親さんと子どもの関係を

考えても、また子どもが、その子が乳児院、養護施設、

里親と来ていますから、そうしたらここでも離れるとま

た傷ついてもっと大変になってしまいます。そのため本

当にその里親さんを一生懸命励まして支えて、それから

学校からも来ないでと言われている子なので、放課後デ

イのほうで、10 時間以上見て、食事の支援もして、少し

里親家庭に帰して、そして里親さんの心のケアは里親同

士でおしゃべり会をして、今 2、3 年経ってやっとお互

いに笑顔が見られるようになりました。措置変更しない

ために、その子の心を守っていくためにも周りが必死で

応援しないと難しい子どもが本当に増えている中では、

実親でもいろいろありますけど里親もいろいろあるので、

いろいろなプログラムよりも私は具体的な支援を、困っ

たときに駆けつけてくるような支援が里親には必要だと

思っています。 

 

柏女：ありがとうございます。里親としてずっと子ども

さんもお育てになっていらっしゃる藤井さんからもご意

見頂戴できればと思います。 

 

藤井：私も、さっきもちょっと申し上げたと思いますけ

れども、里親家庭の外部からの支援、特に一定の専門性

をもっての支援というのは、これは申し訳ないですけれ

ども、それぞれの里親家庭が知見なり経験の蓄積を持て

るわけではないので、そこはどうしても、今であればフ

ォスタリング機関、来年度からは里親支援センター、そ

ういったところに支援をお願いしたいところですね。北

川さんの麦の子会なんかは地域的にも、1 キロ四方ぐら

いのところにいろいろな資源が固まっているので、例え

ばうちで里子が暴れていたら、麦の子会であれば麦の子

会のオフィスに電話すれば５分以内ぐらいに来てくれま

すよね。私たちが理想とするのはそういう支援ですよね。

その場を収めるお手伝い、サポートをしていただくとい

うのもあるし、それがなぜこうなるのかというのをいろ

いろ助言していただくというのもあるし、そうならない、

暴れ出したりしないためのスキルも伝えていただきたい

なと思うし、そういった支援は里親家庭にとっては必須

だと私も思います。 

 

柏女：ありがとうございます。今お二人の里親の方から

お話を伺いました。それに対して施設側あるいは自家セ

ン側から支援を行っている黒田さん、長縄さんから、今

後の施設の方向性も含めながら、里親支援の在り方につ

いてご意見を頂戴できればと思います。黒田さん、いか

がでしょうか？ 

 

 

 

黒田：里親さんとの関わりというかお付き合いは、私が

新人として児童養護施設で働き始めたとき、その施設に

養育家庭支援センターがあったので、今言われたような

非行で、無断外泊して帰ってこない里子を探しにいくの

を手伝いに行く、１回ですが里親さんの引っ越し手伝い

にいく、自分が担当していた子が里親さんの家に行って

から手に負えないというので様子を見にいく、そこがス

タートなのです。 

当時、里親さんが手に負えないという里子を、しばらく

施設でお預かりしましょうとなってお預かりし、交流を

続けて少し聞き分けがよくなったらまた再措置。その子

は大きくなったら里子の会の役員をやっていました。 

そんなことや、中学生の里子が、どうしても里親のとこ

ろにいたくないといって飛び出して、帰らないと頑張っ

て、叩かれたという話も出てきて、児相は委託解除した。

里親さんは納得できないと裁判を起こして。ただその子

と里親さんの関係、作られてきた人間関係はその子の財

産だから断ち切るという発想は僕らにはなくて、つない

でいくことにしました。月に１回面会をセッティングし
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て実施する担当だったんですが、里親さんからいろいろ

言われました。結果、大人になってから行き来が始まっ

て、もう１回戻って、戻ってから養子縁組して、今もそ

のお家に住んでいます。こういうことに関わってきまし

た。 

措置変更されて来た時に里親さんに、「東京でいうフレ

ンドホーム、いわゆる週末里親の関係をつないでいただ

けますか？」と聞くと、大概 OK でした。そうすると、

２泊３日ぐらいだったら、“楽しかった、また行きたい”

なのだけれど、５泊６日になると、“あんなところに二度

と行きたくない”となる。ずっと一緒にいるとお互い疲れ

ちゃう。だけどほどほどの距離だったらいい関係でいら

れるというので、そのいい関係を積み重ねながらまたつ

なぎ直すみたいなこともやってきました。どれが正解か

というのは分からないんですが、里親さんと施設で協力

しながら、子どもとせっかくできた人間関係というか、

親子関係も大事にしながらやってきたというのが、基本

のような気がしています。 

たださっき言ったように、里親の力量云々以前に、例え

ば、体内環境が悪くてすごく育てにくい子をいきなり預

けていいのかとか。思春期になったらどっちの親に似て

も多分この子大変になるよね、みたいなことは、なって

みなければ分からないのですが、そういうのを含めてい

ろいろ相談する。制度がないとき、盆正月に帰るところ

がない子たちを、登録している里親さんに家庭体験を制

度外で、それこそ食費だけでお預かりいただいたりしま

した。そういう意味で助けてもらってやってきたという

のもあって、お互い様でやってきたという感じが僕はし

ています。 

制度としてどうという以前の、お互いの協力関係という

か付き合い方のスタンスの持ち方が重要じゃないかなと

いう感じが個人的にはしています。制度の話はここでは

やめておきます。 

 

柏女：ありがとうございます。では長縄さん、お願いし

ます。 

 

 

 

長縄：里親さん自身が一番求めているもの、やはり幼児

期から中学生、高校生ならば、子どもの発達についてお

母さん方や里親さんと一緒に寄り添ってくれたワーカー。

中高生は中高生で、思春期の問題があるときに一緒に考

えてくれるワーカー。措置解除になった後、私たちのと

ころへどれぐらい遊びに来てくれるかなと不安を抱える

里親さんの思いを代弁して子どもに伝えるワーカー。奨

学金の手続き等々、不安を抱える里親さんの「どうした

らいいか？」その辺の思いも受け入れて、里親さんの立

場から子どもに話しかけるワーカー。私たちのフォスタ

リング機関というのは、里親さんにとっても子どもにと

っても安心を与える存在として、長く付き合っていける。

児童相談所と公務員さんとの付き合いとは違って、子ど

もたちにとっても里親さんにとっても心強い、ずっと続

く関係を私は大事にしたいし、繰り返しになりますけど、

里親さんを養成する段階で、もっと慎重にしたいなと。

15 年間やってきて、どうしようもない、預けられんなと

思うような里親さんがずっと待っています。恥ずかしい

話、岐阜県は 2、3 年は未委託率全国 1 位と福祉新聞で

言われましたけれども、全国 1 位の未委託率、一生懸命

リクルートして養成してどんどん里親さんを増やしてい

って、それでも委託が進まなくて未委託率ナンバー1 で

恥ずかしいというか。僕は今回里親さんを厳選するとい

うか、研修を受けてもらう前に選別できるような制度と

か、そういう慎重な態度も養成機関としては必要かなと

思います。脱線しましたけど、そんなことも、支援の前

に必要かなと思っております。 

 

柏女：ありがとうございます。今の長縄さんのご指摘も

とても大事なことだなと思いました。議論を進めてはき
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ましたけれども、残念ながら時間が近づいてきました。

論点の議論はこの程度にさせていただいて、最後の時間

なんですけれども、20 分ございますので、今助言者の方

も入れて 7 名というかたちになります。最後に 5 分ぐら

い、私のほうでまとめをするということを考えると、お

一人 2 分で今日のテーマである、改めて家庭養護を考え

るということ、それからその家庭養護を考える際の基本

のキーワードであるパーマネンシー保障、そのことにつ

いてどうこれから考えるのかということについてのご意

見を頂戴できればと思います。感想も含めていただいて

結構です。順番を逆にして、牧戸さんからお願いしても

いいですか？ 

 

 

 

牧戸：ありがとうございます。私どもの役割は、市町村

の役割はまずは家族機能維持の一番手かなというところ

がありますので、民間さんと協働しながら、まずは親子

で地域で幸せに暮らせるように支援ができないかと思っ

ています。目指すところは、「子どもたちに信頼しても

らえるこども家庭センターになりたい」と思っています。

多分今桑名市でも、こども総合センターの存在ってどれ

だけ知っているのかな？というのがありますので、子ど

もたちにこんなところがあるんだ、頼ってもいいんだと

思ってもらえる、信頼してもらえるこども家庭センター

に整備していきたいと思っています。以上です。 

 

柏女：ありがとうございます。順に行きたいと思います。

長縄さん、お願いします。 

 

長縄：里親支援センターの準備を進めている中で、とも

に歩む里親さん、長い付き合いの里親さん、それから子

どもの最善利益を考えたとき、僕は里親のファミリーホ

ームというか、大型里親というか、法人型でファミリー

ホームということを考えていきたいと思っています。最

後に、人権擁護委員の 1 人として、一時保護所の子ども

たちとの面談の機会があったんですけれども、僕の人生

を勝手に大人が決めるな、という一言が本当にそのとお

りだなと思いました。それを肝に銘じて、子どもの声を

大事にしていきたいなと思っています。以上です。 

 

柏女：ありがとうございました。それでは黒田さん、お

願いいたします。 

 

黒田：さっきと同じ話になりますが、私の基本的な考え

方として、社会的養護は里親と施設で成り立っているの

で、協力しながらやっていくことが大切だと思ってずっ

とやってきました。また、課題と思っているのは、施設

の職員の多くは、里親さんとほとんど交流する機会がな

くて、どうなっているかよく分からない。里親さんも施

設がどうなっているかよく分からないから、何をどう声

かけていいかわからない。そこをもっと知り合う、交流

することから始まって、気楽に、気さくに声を掛け合え

る、そういう関係を作っていけたらと思っています。 

私たちの施設では、フォスタリング機関を 1 つ受託して

いて、この 4 月からは 2 つ目を受託します、フォスタリ

ング機関の運営についても、里親さんたちと里子の声も

聴きながら、一緒に進められたらと思っています。 

ありがとうございます。 

 

柏女：ありがとうございます。それでは北川さん、お願

いいたします。 

 

北川：私は相澤先生や横堀先生とかと一緒に、朝日の権

利ノートの巣立ち図というノートを作ったんですけれど

も、ノートの最初に「様々な理由から親と暮らすことが

かなわなかったという挫折を味わった僕たちは、希望を

もって自分の意思を諦めてほしくない」というようなメ

ッセージが大学生からありました。いろいろな理由で親

御さんと離れて暮らすことになったということは、ある
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意味心の傷というか、挫折ということで表現しています

けれども、そういうことがあったとしても、子どもはど

の子も悪くないと。親のほうにも、親をできるだけ支援

するような専門的な力量も社会的に必要だと思います。

子どものニーズは一人一人違いますけれども、そのニー

ズに寄り添って、パーマネンシーというかその拠り所と

なって、自分たちそれぞれの花を咲かせてほしいなと思

います。 

里親さんに関しては、立派な里親じゃなくても、そこに

信頼する施設だとかフォスタリング機関だとか、気さく

に自分の弱さを語り合えるような、そういう中で一緒に

共育てをできるような関係性が地域に作られていくこと

を願っています。以上です。 

 

柏女：ありがとうございます。最後に福井さん、お願い

いたします。 

 

福井：皆さんもおっしゃっていましたが、パーマネンシ

ーは子どもによって本当に様々なかたちがあると思って

います。家族や親族とつながり続けて里親養育や施設養

育が続くというのも 1 つの在り方ですし、私は長縄さん

が発表でおっしゃっていた「園長知っておいて」という

あの感じも非常に印象的で、自立していく時や自立した

後に知っておいてもらえる人がいるとか、いつでも頼れ

る人がいるという感覚を持って措置解除になっていくの

も 1 つの関係性のパーマネンシーかなと思います。 

ただそれでも大事だと思うのは、本当に家庭復帰とか親

族養育の支援というものをちゃんとやってきた上での結

果か？ということです。そこを意識して福岡市は取り組

んできました。その意識を十分に持ちながら、それでも

長期になる場合にどのようなパーマネンシーがありうる

かなどを考える広い視点が必要かなと思っています。 

そこをやっていくときに、先程ボトムアップかどうかと

いう話があったんですけれども、福岡市の場合はボトム

アップで、現場が課題と感じたものを上司に共有し、じ

ゃあ組織はこういうのが必要だという議論をしていきま

した。ただこれはいろいろなかたちがあっていいかなと

思っていまして、トップダウンから始まるボトムアップ

もあるかなと思います。例えば今回の改正児童福祉法も、

国の検討会で課題として認識され、自治体にこれをやり

ましょうと下りてくるのはある意味トップダウンなんで

すけれども、そこで言われている例えばこども家庭セン

ターや地域子育て相談機関を作っていきましょうという

ところは、自治体としてその枠組みや補助事業を使って

何をやるか、どんな組織や事業を作るかというのは、現

場の母子保健の人、児童福祉の人それぞれから課題を出

してもらって、集めて、自分たちはこういうやり方でい

こう、という組み立てをしていっています。 

今後このパーマネンシーのことも社会的養育推進計画で

やりましょうということで下りてくるんですけれども、

各自治体を私も回っていると、同じような課題を持って

いる市町村や児相の方たくさんおられるので、下りてき

たものに対して、どう咀嚼して自分の地域に必要な市町

村や児相の体制、支援を作っていくかという意見交換や

情報交換ができる横のつながりに、何らか貢献できれば

と思います。ありがとうございました。 

 

柏女：ありがとうございました。皆さんちょっと遠慮し

てくださって時間残してくださっているので、上鹿渡さ

んのほうにはフロアのほうでずっと聞いていただいてお

りますので、上鹿渡さんにも最後にご発言をいただけれ

ばと思っております。それでは藤井さん、お願いいたし

ます。 

 

藤井：私は今日の議論を聞いていて、今後パーマネンシ

ーを強調していくというのは大賛成ですけれども、これ

からさらに家庭養護が本当に進められるのかなというの

は、逆に心配というか、懸念を持っていたりもするんで

すね。里親委託の推進というテーマ、あるいは、今日は

あまりに議論になりませんでしたけれども、施設の多機

能化についても、なんで思うほど進まないのかというの

を、今日の議論で黒田さんのプレゼンでもありましたけ

ども、何がネックになっているのかというのを突っ込ん

で整理していったら、飛躍した議論に聞こえるかもしれ

ませんけれども、どこに予算を振り向けていったら前進

するのかとか、さらに里親とか施設の制度自体も、どこ

をどんなふうに改正していったら必要な資源の分配みた

いなことが可能になるのか。要するに、かつて厚労省が
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高齢者介護で入所施設中心から在宅支援重視に舵を切っ

たときも、障害者でも今の障害者総合支援法で施設入所

から地域生活支援に舵を切ったときも、そこで大きな制

度改正をして、それに伴う資源の再分配というか、必要

なところにより多くの予算であれ人であれ、振り向けて

いけるような制度改正をやったんですね。もちろんいろ

いろ混乱した面はありましたけれども。社会的養護でも、

家庭養護に大きく舵を切っていこうと思ったら、そこに

資源の再分配を起こせるような、なにがしかの制度的な

対応が必要なんじゃないのかなと。 

言い方はあれかもしれませんけれども、自治体に国から

号令をかけるだけではなかなか難しいです。やってくれ

るところは福岡市みたいに、言わなくてもやってくれる

わけですけれども、そうじゃない、言ってもやってくれ

ない自治体ってたくさんあるわけです。実際介護だって

障害だって、かつてはそうやって号令をかけてやってい

こうとして、「ああせえこうせえ省」だとか言われたり

しましたけど、それでも上手くいかなかったわけで、し

たがって大きな制度的な対応で乗り切ってきたというと

ころもあるので、この社会的養護の分野も、もっと家庭

養護が進んだり施設が多機能化していけるような、そう

いうことのための資源の再分配を全国レベルで引き起こ

していけるような、そういう制度的な対応も必要かなと

思います。こども家庭庁には今後そういう検討をぜひと

もお願いしたいと思います。以上です。 

 

柏女：ありがとうございます。では小松さん、お願いい

たします。 

 

 

 

 

小松：最後に藤井さんからも、厳しいといいますか、大

きな宿題をいただいたところですけれども、一方で私自

身はこの分野に入って 30 数年経っていますけれども、

いわゆる社会的養護っていう言葉もそんなに大昔から使

っている言葉ではありませんけれども、社会的養護の子

どもたちに対しての思いとか眼差しとか何をしなきゃい

けないかという問題意識は、かなり進んできているとい

いますか、今まで以上に、ここまでやらなきゃいけない

んだ、ということの共有が皆さんとできてきているんじ

ゃないかと思います。パーマネンシーという言葉もわれ

われの中で使われるようになったのってそんなに何十年

も前からではありませんし、家庭養護が、子どもの愛着

形成にとって絶対必要だという思いで施策を進めたとい

うことも、そんなに何十年も前からやっているわけでは

なくて、せいぜいここ 10 年未満ぐらいで大きく進んで

きているところだと思います。 

そんな中で先程来シンポジストの先生方からお話しいた

だいていた、里親を進めるということと施設、これは両

方進めていく必要があるんじゃないかということ、私も

そこはそうだなと思ってまして、どんな子どももその子

の意思とか課題を踏まえれば、みんながみんな里親に預

けられるかどうかというのは、必ずしもそういうもので

はなくて、施設での短期的、集中的な支援が必要な場合

もありますし、また施設には里親支援センターとしての、

里親支援機関としての、もしくは地域支援の機能も求め

られていますので、そういったものが全体として機能す

るようなかたちで、こども家庭庁としてもこれから施策

を進めていきたいと思っております。ありがとうござい

ます。以上です。 

 

柏女：ありがとうございました。基調報告をしていただ

いてからずっとお話しできないままに座らせてしまいま

した、上鹿渡さん、最後に思いの丈を語ってください。

2 分でお願いいたします。 
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上鹿渡：ありがとうございます。いろいろ考えさせられ

ました。私も基調講演で何度も取り上げたパーマネンシ

ー保障について、これをどうこれから実践の場に下ろし

ていくかについて話したいと思います。項目 7 の 1 に、

「児童相談所と専門チーム等の配置の体制整備を検討す

ることが望ましい」と書かれています。これがしっかり

認識され、実践されることがまずは必要だと思います。

「望ましい」と書かれていますので、全ての自治体で作

られるか分かりませんけれども、このような役割、担当

者をしっかり置きましょうということになれば、そこか

ら始められると思います。トップダウンかどちらかとい

う話もありましたけれども、おそらく担当している本庁

と児童相談所と民間、これら三者が同じ方向を向いてい

かないと、どこから発信するかというのはいろいろある

と思うのですが、実際に動くためにはこの 3 つが同じ方

向に向かないと動かない。動き出したとしても多分止ま

ってしまうことが、これまでいろいろな自治体の取り組

みを見ていて思うところです。 

さらに実際に動き出していくときに、牧戸さんや福井さ

んのお話を聞いて思うところもありました。早稲田大学

社会的養育研究所では福岡市で実践されたパーマネンシ

ー保障のための取り組みを、パーマネンシープランニン

グモデルということで、福井さんに関わっていたき、山

梨県でこれをどのように導入できるか取り組んでおりま

す。その話も含めて、まだ導入を始めたところですけれ

ども、始めたところの困難とか大変さも含めたものを、

ほかの自治体の方々に共有するということを、家庭養育

推進官民推進協議会というところで合宿形式で研修を実

施させていただく機会がありました。そこには全国各地

から、パーマネンシー保障をどう実現するのか関心を持

たれた方が参加してくださり、知見を共有し、どうした

らいいのだろうかという話し合いもできました。これは

皆さん、これまで子どものためにやりたいと思っていた

ことや、これはこのままでよいのかと思っていたことで

したので、やり方さえ分かればやろうとするというか、

やりたいと思えるような内容なのだと思います。これを

実現するチャンスがこの計画策定の際に訪れますので、

それを危機ではなく、ぜひチャンスとして捉えて、進め

て頂けたらと思います。それにはこれまでお伝えしたよ

うないろいろな横展開、単なる事例の共有ではなくて、

同じ立場の方にご自身の言葉で語っていただくというこ

とが非常に大きな支える力となって、やってみようとい

うことになりますので、このような進め方がまたできて

いくと良いなと思います。よろしくお願いします。 

 

柏女：ありがとうございました。新たな横展開のモデル

的な実施というところにもつながるのかなと思いました。

改めてこれからの家庭養護を考えるというテーマで議論

を進めてきましたけれども、それこそ改めて考えますと、

家庭養護の進展というのは、実に多くのステークホルダ

ーが関わっていて、その連携、協働によってはじめて成

し遂げられるということを強く感じました。またその協

働を貫く基本理念が必要だということもあり、それは今

回でいえばパーマネンシー保障というキーワードなんだ

ろうと思います。そしてこのパーマネンシー保障の次が、

パーマネンシー保障の理念だけではなく、その保障する

ための具体的な活動の各段階において、それぞれの段階

を有機的につなぐエビデンスの集積と、エビデンスはた

だの数字のものではなくて実践知も含めなければいけな

いと思っていますが、それをつなぐ実践とそれの振り返

り。これが積み重なることによって、はじめて達成され

るんだということを強く感じました。 

そして何より支援者の方々、あるいは当事者の方々が、

こうあったらいいなと思いながらもいろいろな制約の中

でできないこと。それに照準を合わせることによって、

子どもたちが家に帰れるとか、あるいは里親に委託して

も、実親は子どもたちとつながれるんだということがで

きるようにしていく。そのことによって支援者も喜びを
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感じることができる。そういう展開をしていかなければ

ならないんだろうと思いました。そのためには、今日こ

こにお集まりの方は具体的な支援者の方が多いのではな

いかと思いますが、支援者の方々も自分の援助、具体的

な支援をミクロレベルで展開するだけではなく、メゾレ

ベルのことも視野に入れ、さらにはマクロレベルの制度

改革、制度を新しく作っていくというところにもウイン

グを伸ばしていかなければならないし、それから政策立

案の担当の小松さんは、メゾレベル、地方でどういうふ

うに運営されるのか、あるいはミクロレベル、ここの支

援者だとどう動くのか、というようなところまでしてい

かなければならないのかなと。マクロ、メゾ、ミクロレ

ベルで、それを自分自身の頭で展開させていく、活動で

展開させていくということがとても大事なんだろうなと

思いました。 

時間の関係もありまして全ての論点を提示することがで

きませんでしたし、また私の進行が十分ではなく、皆様

方のご意見を十分に拾い上げることができなかったこと

をお詫び申し上げたいと思います。今日ここで扱うこと

ができなかった特別養子縁組のことですとか、あるいは

市町村での支援などはそれぞれの分科会でまた深堀りを

していくかたちになりますので、その議論に期待をした

いと思います。基調講演の方、シンポジスト、助言者、

フロアの全ての方々に感謝をして、このシンポジウムを

閉じたいと思います。皆さん本当にありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


